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開議 午前９時30分 

 

○議長（管野英美子君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて50

分といたします。 

  才脇明美議員を指名いたします。 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  ２番、大阪維新の会、才脇明美でござい

ます。 

  議長より御指名をいただきましたので一

般質問をさせていただきます。 

  まず第１に、第１の質問で、保幼小中一

貫教育に係る取組の進捗状況についてお伺

いします。 

  現在、教育委員会では、令和８年４月の

義務教育学校に向けて保幼小中一貫教育の

取組を進めていると思いますが、どのよう

な取組か。保幼小中一貫教育グランドデザ

インとは、以前に一度、議会にはお知らせ

していただいていると思いますが、再度お

伺いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  豊能町教育委員会として保幼小中一貫教

育を進めるに当たり、令和２年３月に豊能

町保幼小中一貫教育グランドデザインを作

成しました。「豊かな自然」と「豊かな人

材」を活かし「豊かな子ども」を育てる、

をテーマに、「豊能町に誇りを持ち、自信

をもって社会を生き抜く子ども」を目指す

子ども像として施策を進めてまいります。 

  具体的には、「確かな学びと豊かな心の

育成」「グローカル人材の育成」「学校、

家庭、地域の協働した取り組みを進め、

「地域とともにある学校づくり」を目指

す。」の３点を重点政策とし、東西両地区

それぞれに義務教育学校を設け、地域とと

もにある学校づくりを進めること及び西地

区の保育所及び幼稚園の再編を進めること

としております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  保幼小中一貫教育について、これまでど

のような検討を行ってきたのかお聞かせく

ださい。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  これまでの取組につきましては、近隣の

能勢ささゆり学園、とどろみの森学園を初

め、京都大原学院や京都東山開睛館など、

先進的な施設を含めた施設見学や先進的な

事例を研究し、グランドデザインの重点施

策である確かな学びと豊かな心の育成、グ

ローカル人材の育成、地域とともにある学

校づくりを実現するため、具体的な教育内

容について検討してまいりました。 

  また、けいかく部会、まなび部会、しえ

ん部会、こころ部会の四つの部会において、

保幼小中の教職員が中心となって保幼小中

一貫教育について検討を進めているところ

です。 
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○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  具体的な教育内容について、これまでの

進捗状況をお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  具体的な教育内容につきましては、小中

学校の教員が互いの教育過程を理解し合い、

その系統性を確保しつつ、９年間の連続し

た学びを実現するため、小中一貫カリキュ

ラムを作成いたしました。 

  また、豊能町の豊かな自然と豊かな人材

を活かし、自分の生き方について考えたり

豊能町の未来について考えることにより、

グランドデザインの目指す子ども像、豊能

町に誇りを持ち自信を持って社会を生き抜

く子どもの育成を目指すとよの未来科につ

いて試行実施いたしました。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  具体的な内容を、また後で教育長からお

伺いしたいと思います。 

  こんな事実がありました。本町小学校の

話です。 

  当時小学校４年生の児童がお母さんに、

ホルマリンって何といきなり聞いてきまし

た。どうしたんいきなり、先生に聞いてや

と言うと、先生は、さあ何やろね、わから

へんわと言われたそうです。理科室での授

業の後、ホルマリン漬けにしている生物の

組織標本。この水溶液に興味を持った児童

は、これは受け持っていたのは理科の先生

でした。専門の先生でした。担任の先生で

はなかったようです。お母さんはちょっと

かなりショックを受けまして、今でしたら

スマートフォンで調べたらわかるようなこ

とでも、これは20年、15年ほど前の話です。

そこで、これは私の幼なじみのことをお話

した話なんですが、ノーベル化学賞をとっ

た先生が小学生のときに、先生に、雲は何

で流れているのと聞いたところ、さあ何や

ろね、何で流れてるんやろねってスルーさ

れたそうです。あのとき先生が何で流れて

るんやろ、一緒に考えよう、一緒に調べよ

うって言ってくれたら、僕はノーベル物理

学賞をとっていただろうとおっしゃってた

話が私はもうずっと心に残って、それを子

どもたちに言い伝えています。 

  令和５年、教育基本指針案では、学習指

導要領を踏まえ、基礎的・基本的な知識、

技能の確実な習得と思考力、判断力、表現

力等の育成を図るとともに、予測できない

変化に主体的に向き合い、自らの可能性を

発揮しようとする態度を養うことが重要で

ある。そして、主体的、対話的で深い学び

の実現に向けた授業改善を行うとなってい

ます。社会がめまぐるしく変化していく中、

今でしたら先生に聞くよりもスマホでググ

り、と思うかもわかりません。考えてみま

す。対話の相手はスマホ、ＡＩです。日進

月歩のＡＩの世界に取り込まれていくこの

社会の風潮。主体的、対話的で深い学びの

実現というのは人間同士のことだと理解し

ています。豊能町には立派な教員の方が多

くいらっしゃいます。しかしこの一部、こ

のような資質のない教員がおられたことも

事実です。基本指針目標62では、人間の涵

養を培うために日々の授業で、主体的、対

話的で深い学びを実践すると記されており

ます。人間性の涵養、涵養というのは自然

にしみ込むように養成するということと、

辞書に書いておりました。今の時点では、

培うのはＡＩではなくまだ人間だと私は考

えております。以前のように、豊能町、15
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年ほど前は豊能町の学力は大阪一でありま

した。全国でべべから２番目ぐらいやった

と思うんですけど、大阪は一番、大阪、豊

能町は１番でした。またそのように戻って

ほしい、目指してほしいと思います。教育

長、具体的な教育方針をお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  おはようございます。 

  教育長森田のほうから答弁をさせていた

だきます。 

  豊能町でどのような教育を進めていくか

ということにつきましては、私、令和元年

の６月に就任させていただきましたが、教

育委員さん方と時間をかけて、豊能町にお

いてどんな教育を進めるか、そのことを記

したのがこの令和２年３月に指針で表して

おります、豊能町保幼小中一貫教育グラン

ドデザイン。小中一貫教育というのは、全

国いろいろなところで、もう９割近くの町、

学校で進められておりますが、保幼小中、

保育所、幼稚園も一緒にやっていこうとい

うのがやはり豊能町の一番の大きな特色の

一つであるというように思っております。

そして、ここにテーマ、目指す子ども像、

豊能町に誇りを持ち自信を持って社会を生

き抜く子、これを学校だけではなしに家庭

地域みんなで子どもたちを応援、支援して

いこう、そして子どもたちのいろいろな力

を身につけていこうということでございま

す。具体的には、重点目標１、２で表して

おるとおりでございますが、今、議員のお

話にありました、やはり子どもたちはいろ

いろなところに興味関心がございます。そ

ういうような質問を先生にぶつけることも

もう本当にたくさんございます。そのとき

にきちっとした答えができなくても、ちょ

っと待ってな、先生はそのことをもうちょ

っと調べてから君に伝えるようにするわと、

そういうような先生でなくてはならないと

いうように思います。 

  豊能町の子どもたち、本当に素直で、い

ろんなことに本当に一生懸命取り組んでく

れております。また、教職員も、長いです

か、よろしいですか、すみません、教職員

も子どもたちのために、どういう教育をし

ていったらいいかということで、とりわけ

保幼小中一貫教育を進める上で、教科が変

わっても、学年が変わっても、担任の先生

が変わっても、学校が変わっても、教え方

は一つにしようということで、とよの授業

スタンダードというのを平成29年度から取

組を進めてくれております。私、豊能町に

寄せてもらって、すぐに学校訪問した際に、

職員室の前に、とよの授業スタンダードの

授業はできてますか。これ、自分たちでで

すね、いうような紙が、どの学校にも張っ

てありました。すごいなと思いました。具

体的に申しますと、どんなことかと言いま

すと、１時間の流れをみんな一緒にしよう

と。子どもたちが、先ほど言いましたよう

に先生が変わっても、教科が変わっても戸

惑いがないようにしようということで、１

時間の目当て、小学校１年生からですね。

今日はこんなことを勉強する、フラッシュ

カードぱっと張ってある。そして問題が出

される。自分で考える。そして２人で考え

る。ペアで考える。グループで考える。そ

れを意見を出し合う。そして発表する。ま

とめをする。そういう授業を目指そうとい

うことで、今も一生懸命そのこと、学校の

再編に向けて、一つになったときに子ども

たちが戸惑わんようにということでやって

くれてます。この６月議会が終了します15

日、その次の日から教育委員の学校訪問が

始まります。丸々３日間かけて、全ての保
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育所、幼稚園、そして小中学校を訪問しま

す。全員の先生の授業も少しずつですが、

そういうことがスタンダード化ができてる

かどうか、そういうことも見てきたいとい

うように思っておるところでございます。

いろいろと申しましたですけども、そんな

ふうな形で、豊能町の学校の再編に向けて

先生方もいろんな努力をしてくれておりま

す。最後に仙波部長のほうからありました、

保幼小中一貫教育のカリキュラム、９年間

を通してどういう教育を進めるか、１年生

から４月にはこういうことをやります。算

数ではこういうことをやるということを去

年１年間かけて全部の先生が、管理職が、

事務局も入りまして作ったものでございま

す。これが９年間の教育のベースになるも

のでございます。これを今年はそれぞれの

学校で実証実験を進めようと、実際の授業

でやってみてどうかということを手直しを

していこうというものでございます。少し

長くなりましたが御答弁とさせていただき

ます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  力説ありがとうございます。カリキュラ

ムに沿って授業を行う。これは当たり前の

ことです。でも、個人的、個人的この対話、

主体的に対話する。１人の生徒が１人の先

生に向かって話し、聞く、そこが問題なん

ですよ。わかります。全員の前でしたら、

きれいに授業もします。参観行ってもそり

ゃ見てもらってるんだから、ちゃんとした

授業はされると思います。でもその裏に入

ったとき、水面下でどう教師が動いてるか

が問題だと私は思っているんです。ですか

ら、教員の資質の向上、これが一番大事だ

と思うんで、ハードの面も大事ですけど、

私は幼稚園から子どもを入れましたけど、

聖職やと思いました、先生の仕事って、こ

の人たちに預けてる、聖職だと今でも思っ

てます。それが薄らがないようにしてほし

いと思います。 

  次の質問に移ります。義務教育学校開校

まであと２年となった今、今年度はどのよ

うな取組を行うのかお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど教育長からも説明がありました、

小中一貫カリキュラムにつきましては、今

年度、令和５年度から各小中学校において、

実際の授業の中で活用していくとともに、

保幼小中接続カリキュラムの検討について

も進めていく予定でございます。 

  また、とよの未来科につきましては、今

年度から授業で実施していく中で、内容の

精選を行った上で、教材のデータベース化

につきましても検討していく予定をしてお

ります。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  昨年の12月に、この保幼小中一貫校の学

校説明会がありました。仕事などで出席で

きなかった保護者がこのフィードバックを

求めていましたが、なかなかホームページ

にも載っていないと苦情の連絡をいただき

ました。12月から約半年弱、５月の10日以

降にホームページに載せられたと思います。

保護者の方は、不安で仕方がない。会議体

制だけで事は進めて事なきを得ようとして

いる。この学校関係、教育委員会が私は目

に余ってしまいます。よりよい環境で学校

教育してほしいのに、この過渡期のこの児

童、学生、生徒たちはどんな、保護者はど

んな気持ちか、とても私、心が痛みます。
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こんなことであれば、こんなことであれば

というか、まず、すみません、吉川中学校

の体育館の雨漏りの問題です。これは十数

年前から雨漏りがあったと聞き及んでおり

ますが、この吉川中学校の入学式、大雨だ

った。ぽとぽとぽとぽと雨漏りで情けなか

ったという声も聞きますし、私もそこに行

ってたら情けないなと思ったと思います。

なぜこのようなことを放置していたのか、

そして雨漏りがこの十数年続いてたら、腐

敗が進んで大惨事になるようなことは想像

できなかったのか。これは誰に訴えたらい

いのか。とても情けなく思います。御答弁

お願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  実は私も今年度、こども未来部長に就任

いたしまして、吉川中学校の入学式に参加

いたしました。雨漏りの実情も見てまいり

ました。以前からも強い雨や激しい横風の

ときなど、体育館の屋根から雨が漏ること

については承知しております。吉川中学校

の体育館につきましては、過去にも何度か

応急工事を実施しております。しかしそれ

にも関わらず現在も雨漏りが続いている状

況で、最終的にはやはり抜本的な改修工事

が必要となっておると考えております。皆

さん御承知いただいておりますとおり、次

年度、令和８年度の開校に向けまして、義

務教育学校の整備を現在検討しておりまし

て、実施設計を進めているところです。そ

の際には体育館につきましても抜本的な改

修を行う予定でございます。今後、来年度

からの工事になりますけれども、その際に

は必ず抜本的に改修を行うというところで

御理解をいただければと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  この１年間、あの体育館で過ごさな駄目

ということですね。 

  そしてなぜこのフィードバックが遅かっ

たのか。ホームページに載せるのが遅かっ

たのか。保護者に対して周知できなかった

のか。お答えください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  議員、今、御指摘の、ホームページ上に

いろんな説明会の、その場で行った質疑応

答、またそのできなかった分につきまして

も回答を後日させていただきますというこ

とでやった分だというように思います。と

りわけこれは平成４年の４月から、東能勢

小中学校に小中一貫教育校として開校する

に当たりまして、５・６年生を中学校校舎

に上げるというふうなことで、その保護者

の方を対象とした説明会を持たせていただ

いた。その会議録のことを今、御指摘され

てるんだと思います。遅くなったことにつ

きましては申し訳なく、お詫びをいたしま

す。なぜ遅くなったのか、学年末、学年当

初でありまして、また担当者が交代したと

いうようなこともございまして、本当に遅

くなり、学期初めになってしまったいうこ

とについては申し訳なく思います。ただ、

今、御指摘のありましたように、いろんな

情報の発信等につきましてはできるだけ早

くあるべきだということで、前にも教育委

員会議録が遅いというような御指摘も、議

会のほうから受けたこともございます。本

当にそういうことは早くお伝えするべきで

あるというように思っております。それで

いろいろな再編に係ります情報の発信につ

きましては「豊能の風」というのを、元年
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８月１日から始めまして、今度６月15日号

では校名のことにつきまして掲載をする予

定でございますが、学校の再編につきまし

てはいろんなことが同時進行で進んでおり

ますので、そういうこともできるだけ早く

保護者や地域の方にお伝えをするというこ

とで、月２回発行をしております。ちょう

ど100号も近づいてきたんですけれども、で

きるだけ子どもたちのその中に、頑張りで

すとか、あるいは学校の取組、あるいは教

育委員会議で話し合われたこと、また再編

でこういうことに取り組んでるというよう

なことにつきましても、できるだけ詳しく

お伝えを今後ともしてまいりたいというよ

うに思います。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  その月２回の発行にも、発行できなかっ

たということを私は言っているんです。 

  次の質問に入ります。ちょっと飛ばしま

す。 

  次は学校における性に関する指導につい

てお伺いします。 

  性に関する指導は学習指導要領に基づき、

児童生徒が性に関して正しく理解し、適切

に行動をとれるように実施していると思い

ますが、豊能町ではどのようにしているか

質問いたします。児童生徒の発達段階を踏

まえ、実態に応じた指導が必要であります

が、豊能町の性に関する指導の基本的な考

えをお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  ただいま御質問のありました、性に関す

る指導につきまして御答弁申し上げます。 

  学校におきます性に関する指導は、学習

指導要領に基づき、児童生徒が性に関して

正しく理解し、適切に行動をとれるように

することを目的に実施しており、体育科、

保健体育科や特別活動を初め、学校教育全

体で指導する必要がございます。本町にお

ける性に関する指導につきましては、学習

指導要領に基づき、１、発達段階を踏まえ

ること。２、学校全体で共通理解を図るこ

と。３、保護者の理解を得ること。などに

配慮をしながら行っておるところでござい

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  では性に関する指導の目標とこれまでど

のような指導を行ってきたかお聞かせくだ

さい。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  お答えいたします。 

  学校における性に関する指導の目的は、

学習指導要領に基づき、児童生徒が性に関

して正しく理解し、適切に行動がとれるよ

うにすることです。学習指導要領、小学校

体育科の性に関する指導の目標でございま

すが、体の発育・発達について理解するこ

と。体は年齢に伴って変化すること。また

体の発達には個人差があること。体は思春

期になると次第に大人の体に近づき、体つ

きが変わったり、初経・精通などが起こっ

たりすること。また、異性への関心が芽生

えることとあります。また、中学校学習指

導要領の保健体育、心身の機能の発達と心

の健康につきましては、身体機能の発達と

して、身体の発育・発達には、骨や筋肉、

肺や心臓などの器官が急速に発育し、呼吸

器系、循環器系などの機能が発達する時期
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があること。また、その時期や程度には人

によって違いがあることを理解できるよう

にすること。生殖に関わる機能の成熟とし

て、思春期には下垂体から分泌される性腺

刺激ホルモンの働きにより、生殖器の発育

とともに生殖機能が発達し、男子では射精、

女子では月経が見られ、妊娠が可能となる

ことを理解できるようにする。また、身体

的な成熟に伴う性的な発達に対応し、個人

差はあるものの、衝動的な衝動性が生じた

り異性への関心などが高まったりすること

などから、異性への尊重、性情報への対処

など、性に関する適切な態度や行動の選択

肢が必要となることを理解できるようにす

るとあります。この学習指導要領にのっと

って指導を行っておるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  学習指導要領で指導をちゃんとしていた

だいておられるようですが、この社会が潮

流する中で、今後の指導なんですが、これ

は関連で、質問っていうか、ちょっと聞い

ていただきたいのですが、知っていただき

たいことがあるのですが、この４月28日に

厚生労働省が承認された薬のことなんです。

これは国内初の経口中絶薬。イギリスの製

薬会社ラインファーマが、開発した人工妊

娠中絶のための飲み薬、メフィーゴパック

という薬なんですが、厚生労働省、厚労省

は製造販売を承認しました。手術と比べ女

性の心身に負担がなく中絶の新たな選択肢

となると期待されると報道されています。

妊娠９週までの妊娠が対象だそうです。こ

の薬を服用するには、母体保護法指定医の

確認のもと、当面は入院か外来で院内待機

を必須としていますと報道されています。

学校における性に関する指導で妊娠中絶と

いうのは、指導は高校生からだと聞き及ん

でいます。しかしこの近年、性情報の氾濫

で社会環境が大きく変化してきています。

若年層のＡＩＤＳ及び性感染症や人工中絶

も問題となっています。これは平成20年、

15年前の中央教育審議会で答申されており

ます。また平成28年、中央審議会では薬物

乱用防止等を徹底すると記されております。

私が心配することは、経口中絶薬は、当面

は院内待機、入院して、２日間、１日入院

して服用するのが必須です。でも将来、必

ずドラッグストアで購入できるかもしれな

い。メフィーゴパックは薬に値するもので

はなく、胎児の命を奪うものであり、女性

の心身に重篤な副作用があるとされていま

す。そして、安易に経口中絶薬の使用を強

要されたり、若年層の妊娠は親に知られた

くない一心で経口中絶薬に走る可能性が高

くなると思います。 

  これに関連して質問します。性被害など

に遭った場合の対応はあるのでしょうか。

これは通告はなかったのですが、警察に直

行しなければならないのでしょうか。経口

中絶薬のことも踏まえて、これは保健福祉

部長の答弁になると思うんですが、お願い

します。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  おはようございます。 

  ただいま御質問いただきました、性被害

等に遭った場合、医療との関わりが非常に

重要であるために、私ども保健福祉部のほ

うからお答えさせていただきます。 

  どんな形があっても同意なしに性的に接

触することは性暴力であり、性暴力は被害

者の体と心に強い衝撃を与えます。体と心

の回復のためには、できるだけ早い時期に

産婦人科を受診することで、性感染症や望
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まない妊娠から被害者を守ることができま

すが、いきなり医療機関に受診するのはハ

ードルが高いなど、問題点もございます。

そういった問題に対しまして大阪府では、

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストッ

プ支援センター、通称大阪ＳＡＣＨＩＫＯ

というようですが、これが設置されており、

センターでは、被害直後からの相談支援、

医療的支援、関係機関との総合的支援が24

時間いつでも電話で受けられることとなっ

てございます。センターでの対応に当たる

スタッフにつきましては、性犯罪・性暴力

被害者支援の専門的な知識を持った支援員、

医師、看護師等がサポートに当たり、総合

的な総合支援が行われているようです。そ

の他、大阪府警が設置している性犯罪110番、

男性のための性被害相談、大阪男性の性被

害相談、19歳までのお子様の性暴力から守

るための相談電話サチッコ等、様々な相談

や相談支援機関が設置されておられるよう

です。以上申し上げました各種相談機関等

に御相談いただき、先ほど申し上げました

心身ともの負担軽減ができればというよう

に思ってございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  ありがとうございます。警察に直行しな

くてもまずそこに相談窓口があるというこ

とですね。この経口中絶薬は賛否両論ある

と思います。丁々発止議論を呼ぶと思いま

す。望まない妊娠の防止の重要性は重々理

解できます。倫理的な問題であり、命の尊

さ、最新医学では胎児治療も可能になって

いるようです。どこから生命と捉えるのか。

そのようなことを踏まえ、性の指導が必要

だと、重要だと考えます。この質問は以上

です。 

  次に移ります。地域産業活性化について

の質問です。土地利用構想についてですが、

二つの質問をします。まず、国道423号線沿

道について、これまでにも検討されていま

すが、進捗状況をお聞きします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  おはようございます。それではお答えい

たします。 

  国道423号の沿道におきましては、都市計

画法第34条第14号に基づきまして、平成30

年の１月より本町の上位計画である総合ま

ちづくり計画、それから昨年度策定いたし

ました都市計画マスタープランの中でも位

置づけられておるんですが、沿道整備の考

え方に即しながら認めていくという提案基

準を策定しております。このルールに基づ

き開発されたというのが上手工作所と上手

食堂ということになります。ただ、それ以

降につきましては、企業もたびたび町内に

おきまして物件を探しにきていたかと思い

ますが、これまではちょっと大きな進展に

はつながっていないというのが実情でござ

います。しかしながら本町といたしまして

は、地域活性化に基づき、つながるような、

今後、努力をしていきたいと考えておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  余野周辺ですが、少しずつ飲食店が増え

て、商店の皆さん頑張っておられます。昨

日の一般質問では大西部長が、令和13年度

をめどに公共施設再編を完了予定と答弁さ

れていました。あと８年。期待しますが、

今、商店の方々は駐車場問題に悩んでおら

れます。土日祝日は他市町村からのドライ
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ブの通過地点で休憩点となっているようで

す。また、新名神高速道路の全線開通は令

和９年となっております。ますます町周辺

が影響されると視野に入れなければならな

いと思います。まずは当面の駐車場確保は

考えられませんか。周辺地域で、自動車で

の移動が不可欠であります。駐車場があれ

ば、ビジネスを立ち上げる際、一つをクリ

アできると考えられますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  おはようございます 

  議員おっしゃるように、もう大変この余

野周辺が、特に土日などは車やバイクが停

めるところがないような状況にあるのは事

実でございます。先般、３月議会において

町長が道の駅を再検証するということをお

っしゃられました。それに基づいて、これ

までの基本構想等もございますので、そう

いった町外から来られる方の駐車場、それ

から立ち寄る場所等については積極的に検

討してまいりたいというふうに思いますが、

もう少し時間がかかるかなと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  すみません、通告なしで。ありがとうご

ざいます。前向きに、仮でもいいですから、

駐車場確保をお願いしたいと願います。 

  次の質問です。都市整備においての吉川

地区の取組はどうなっているのかをお聞き

します。 

  土砂災害警戒区域妙見口周辺は、市街化

に向けた計画の抜本的な見直しを進めると

いうことは市街化抑制区域のままというこ

とですね。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  先ほども答弁したとおり昨年度に都市計

画マスタープランを策定しておりまして、

その中に沿道整備、産業誘致重点ゾーンと

いうものをマスタープランの中に入れてお

ります。この考え方に基づきまして、国道

423号の沿道沿いの提案基準、いわゆる規制

緩和のルールと同様ですね。吉川におきま

しても、例えば国道477号線沿いとか、妙見

口の駅前のちょうど花折街道と呼んでおり

ますが、その路線についても今年度末まで

に国道423号線の沿道沿いの提案基準と同様、

新たな提案基準を策定いたしまして運用を

進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  妙見口周辺は市街化調整区域、市街化に

なってたのに土砂災害区域に指定されたか

ら、調整区域抑制区域になったということ

でしたね。そして花折街道、そこも妙見口

周辺ですよね。それをまた整備していく。

これはちょっと矛盾してるんじゃないです

か。できるのであればうれしいですけど、

第３次マスタープランにはちょっと私の理

解ができなくてごめんなさい。理解ができ

なかったんです。説明していただけますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  吉川地区はもともと市街化調整区域とな
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っております。昨年の法改正で土砂災害警

戒区域、いわゆるイエローゾーンも、ちょ

っと開発が難しいような形にはなっておる

んですが、吉川全体がそういうわけではな

いという状況ですので、今は市街化調整区

域のみですので、開発を、議員おっしゃる

ように抑制していくというような地域です

が、ここの余野の423と同様ですね。沿道沿

いを開発ができるように規制緩和のルール

を今年度策定しますので、イエローゾーン

がかかっていない箇所については開発がで

きるということで、今、進めようと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  ちょっとこれ、とても難しい。ちょっと

理解に苦しむんですけど。 

  では市街化調整区域の土砂災害指定地区

では、福祉施設はオーケーということは、

これ法律がそうだからそうなんやろと言わ

れたらそうなんですけど、これちょっと調

べても調べ切れなかったので、ちょっと御

説明願えますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  昨日秋元議員からも同じような質問があ

ったかと思いますが、都市計画法の第34条

の１号から９、14号の中に開発ができる建

設物、建築物といった項目がありまして、

その中の34条の第１号に、公益上必要な建

築物の中に社会福祉施設などがございます。

ですので、そこの箇所についてはイエロー

ゾーンであったとしても社会福祉施設は建

設できるというところでございます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  物すごくおかしな法律ですよね。何もな

いところに福祉施設あったらおかしいです

よね。この豊能町、里山や農業を保全しな

がらビジネスにも推進していきたい。しか

し少子高齢化で、農業、里山の維持するの

が限界がきていると思います。農業だけで

は食べていけない。では６次産業を推進す

る。しかし、市街化抑制区域で工場も建て

られない。若い人たちが何かをしようとす

る、しようとしていますが、制度、法律が

立ちはだかっております。もうこのままで

はこの里山では食べていけなくなる。里山

は衰退する一方だと思います。市街化調整

区域の線引きは、市街化調整区域と市街化

区域との線引きは、これは誰が決めるのか。

大阪府に申請して、大阪府が国交省にまた

話を持っていって、農水省と協議をして決

めると、調べたらそう書いてありました。

この地方分権として、ここで出番が、私は

首長が大きな役割を果たすと思うんですが。

上浦町長、この豊能町、山林、森林、７割

を占めております。私もこの豊能町、この

田園風景が好きでお嫁にきましたが、もう

この産業を、地域産業を活性化しなければ、

この豊能町、国ばっかり頼りにして、自立

で立ち上がっていけないと思うんですが、

豊能町、どうか町長の御意見をお聞かせく

ださい。首長が大きな根源を持っていると

思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  ただいま議員の御質問にお答えさせてい
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ただきます。 

  議員おっしゃいますように、市街化調整

区域、非常に私達豊能町で、これからまち

づくりをしていく者にとっては非常に厳し

いルールだなと、今、実感をしている次第

でございます。ただ、逆に申し上げますと、

先人の築き上げてきたこのルール、豊能町

におきましては都市に近い田舎ということ

で、平成７年辺りのバブルのときに、もし

この市街化調整区域がなければ、今、西、

それから希望ケ丘である閑静な住宅地、そ

れからこの里山の田園風景が守られなかっ

たのではないかと思っております。これら

をしっかりこれからも維持をさせていただ

きながら、また、今、るる部長が説明しま

したように、都市計画法、これの法令も遵

守しながら、地域の活性化どのようにでき

るかということで、今、先ほど部長が説明

しましたように、その中でもやはりその沿

道整備、それから産業誘致重点ゾーン、大

阪府内では珍しくこういうのに取り組んで

おります。今後これから大阪府と協議をし

ていくわけなんですけれども、これが認め

られれば、規制緩和ということで、沿線沿

いはしっかりと活性化をしていけると思っ

ておりますので引き続き規制緩和を法令遵

守の中で取り組んでいきながら、豊能町の

活性化を目指してまいりたいと考えてござ

います。御理解いただきますようによろし

くお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、才脇明美議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため10分間休憩いたします。

再開は10時30分といたします。 

（午前10時20分 休憩） 

（午前10時30分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永並啓議員を指名いたします。 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  おはようございます。永並啓です。 

  それでは通告に、順序はちょっと前後し

ますが、一般質問をさせていただきたいと

思います。 

  上浦町長、２回目ということですけども、

なかなか町長の色が見えてくるというより

は、前町長のしりぬぐい的な、前町長のし

た事業を終局、終わらせるところのことば

っかりで時間を取られているようで、本当

に御苦労だなと思っております。その一環

として、まずスマートシティの件について

なんですけど、この寄附されなかった１億

3,500万円の対応についてお聞かせいただき

たい。 

  本当に塩川前町長は大変なことをしてく

れたなというふうに考えております。簡単

にいうと議会をまだましたということです

ね。１年前の６月議会、ちょうど１年前の

６月にこのスマートシティの予算を可決し

ました。このときに豊能町の負担はゼロで

した。一切負担がない。御存じのとおり最

近の議会においていろいろなところでシス

テムの改修費というものが出されておりま

す。その都度質問に上がるのは、豊能町の

ような200人、300人の分析をする規模で、

わざわざ300万円、400万円のシステム改修

をする必要があるのか。それぐらいであれ

ば人を雇って業務委託、人を雇って実際に

数えたほうが安いのではないか。そういっ

たことを議論させていただいているのは周

知の事実かと思います。そういったことを

考えると、もし豊能町の中で、豊能町から

１億3,500万円の負担があるということが議

案に上がっていれば、スマートシティの事

業全体が可決されていなかったというふう

に私は思っております。そこでまずお聞き
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したいのは、今現在の対応をどのようにし

ているのかまずお聞かせいただけますでし

ょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  おはようございます。 

  令和４年度のスマートシティの事業予算

につきましては、先ほど永並議員がおっし

ゃったように令和４年の６月議会で予算を

認めていただきました。事業費が３億9,036

万2,000円、これに対し２分の１補助のデジ

タル田園都市国家構想推進交付金を活用し、

残り２分の１を企業からの寄附金を見込ん

で事業に取り組んできたところでございま

す。しかしながら寄附金につきましては令

和４年度末の時点で6,000万円の寄附をいた

だいておりますが、残り１億3,511万1,000

円につきましては寄附をしていただいてお

らない状況です。この状況は現在も変わっ

ておりません。この点につきましては議会

のほうからも、昨年度途中から不安の声や

厳しい御意見、御指摘をいただいていると

ころであり、重く受けとめております。今

後の寄附の不足額につきましては、寄附を

していただけるよう継続的に企業側に求め

てまいりたいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  これ本当に、議会と行政の信頼関係もつ

ぶしてるわけですよ。当然歳入とか交付金

とかいろいろなものは当然入ってくる前提

で我々は見てます。これくらいの豊能町の

財政負担がこれくらいだったら議決しよう

かな、可決しようかな、賛成しようかなと

いうのがあると思います。そこが崩れたわ

けですね。それっていうのは本当に、これ

から議案書が出てくるたびに、本当にこの

お金あるんですか、これいつ寄附されるん

ですか、寄附されてから議案書出して、議

案にしてくださいっていうようなことをい

ちいち聞かないといけない、こういったこ

とを生み出しているわけですね。本当にこ

れは深刻に受けとめていただきたい。ぜひ

とも継続的に働きかけて寄附していただく

ように働きかけていただきたいと思います。 

  ただ、これ昨日、小寺議員も維新の会の

躍進について発言されていたわけです。私

もそのとおりだと思います。ただ、当選し

た人は、維新の会という看板がなくても当

選したかどうかていうとこですね。投票し

た人も候補者本人ってあんま見てないんで

す。その先に吉村知事を見て投票してる人

が多いんですよね。候補者も多分それがわ

かってるので、自分の声よりも吉村知事の

テープをどんどん流して、街宣車を回すわ

けですよ。それで間違って有権者の中には

この声を聞いて吉村さんが来たわって出て

くる人までいる。それくらい圧倒的に吉村

知事の人気が物すごい。僕も吉村知事はす

ごいと思います。いろいろと取り組んで、

改革とかにも取り組んで。でもただ１点気

になるのは、その陰で維新の会で当選して

いるほかの首長さんたちはどういうことを

しているのか、そういった声がほとんど耳

に入ってこないんですね。塩川町長も維新

の会の公認でした。そして維新の会じゃな

かったら恐らく当選は難しかったんじゃな

いかなと思ってます。そして維新の会が、

今まで多くの首長というのは無所属やった

んです。無所属でいろいろな党が推薦する

っていう形だったんですけど、維新の会と

いう政党が、単独の政党が広報をして、そ

この町長が豊能町に損害を与えた。僕はや

めたからいいっていう問題ではないのかな

というふうに感じているわけですね。それ
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であれば、先ほど入江部長が言われたよう

に働きかけていく。それの中には、やはり

維新の会の代表の吉村知事のほうからも積

極的に、ちゃんと議会との、こんな状況に

してはいけないよと、ちゃんと言ったこと

は守ってくれよと、そういったことを働き

かけていただくようなことがあってもいい

んじゃないかと思いますが、もし町長が、

維新の会なんですが、党としての責任につ

いてもしお考えがあればお聞かせいただけ

ますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  なかなか、党としての責任という、公認

をしたわけですから、その辺のところ信義

則的な責任はついて回ると思います。それ

を、どうですかね、必ずそこをフォローし

なきゃならないというようなところまでに

は至らないのかなと思っておりますが、議

員が今、御質問いただいた内容については、

非常に住民レベルではもっともなお話だと

思いますので、この件については当然、代

議士までは耳に届いていることでございま

すので、今後についても、経過についても、

しっかりと党の中でも情報を共有しながら、

どういうふうにしていくかというのは取り

組んでいけたらなと思ってございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはりこのスマートシティの事業に大阪

府が入ってるからお願いしているわけです

ね。それであればもうちょっとそっちのほ

うからも働きかけていただきたい。大阪府

とかほかの大都市にとっては１億3,500万円、

そう大した額じゃないかもしれませんけど

も、豊能町にとってはすごく大きな額なん

ですね。やはりこれはもう、そんな体裁と

か構ってるわけにはいかない。本当にもう、

何としてでも寄附してもらわないと、豊能

町の一般財源、普通の一般財源のお金が税

金を投入するということになるわけですか

ら、ぜひとも引き続きそういった角度から

も働きかけていただきたいと思います。や

はりもう少し真剣に候補者を選んでいただ

きたいですね。これはつぶやきです。本当

に。当選したいだけの人と、本当に町をよ

くしたいと思ってビジョンを持ってなろう

としている人っていうものを、多分、町長

になられたら維新の会のそれなりのポジシ

ョンにいくわけですから、そういった人を

しっかりと見極めて、町のために尽くして

いただける人を選んでいただけたらと思い

ます。 

  次に、今後のスマートシティの事業につ

いてなんですが、先日、全協の場で昨年度

のスマートシティの事業の総括をしました。

４億円もかけた事業のうち、これからもし

たらいいなと思うのは、オンデマンドバス

と、もうやってしまった公園ですよね。公

園は僕はよかったと思いますよ。なぜか、

デジタルという名にかこつけて公園のリニ

ューアルが結構できたんで、まだ、いいと

は思ってませんよ。切り株いっぱいあるん

でそこを何とかしたいなって思いはありま

すけど、それなりの、古くなった公園がき

れいになったっていう面ではいいかなとい

うふうに思っています。あと残るはオンデ

マンドバスぐらいなんですよね。オンデマ

ンドバスって実際、四、五千万円かかって

ますけど、ほとんど分析に三、四千万円か

かってるわけですね。実際動かすのってい

ったら車両購入の費用と、そのアプリなん

かを使う費用で1,500万円程度でできる事業
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に４億円かかってるわけですね。実際もう

それだけピンポイントでやってもいいかな

というふうに私はどうしても思ってしまう。

豊能町と同じこのデジタル田園国家都市構

想の予算を、富山県の朝日町というとこが

とってます。これは本当に、オンデマンド

バス的なものに特化して予算をとってます。

それだけの事業をしてます。そこではマイ

カーを活用した共助型公共交通を実現して

いますが、こういったことは取り入れられ

ないのか、まずはお聞かせいただけますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  御指摘の富山県の朝日町が実施するマイ

カーを利用した共助型の公共交通につきま

しては、これは国のデジタル田園都市国家

構想の交付金の中で実装された事業である

と、この事業も活用していると認識をして

おります。事業内容につきましては、住民

同士の助け合いの気持ちとデジタルによっ

てそれを可視化し、ドライバーの外出予定

と利用者の移動ニーズをマッチングするも

のと認識しております。住民のマイカー移

動を活用し、外出促進、あるいは暮らしの

質の向上を図る公共交通サービスであると

認識をしております。本町は高齢化率も高

く、今後は運転免許の返納をされる方も増

加していくことが予想されるところですが、

交通事業者向けの運行管理システム、ドラ

イバー向けの専用アプリや利用者向けのＬ

ＩＮＥ予約等のデジタル整備の開発なども

必要でありますが、共助は交通施策のみな

らず、地域が抱える様々な課題解決の可能

性を秘めております。地域的な特性も含め

て、本町の公共交通とも併せて検討してい

く必要もあろうかと考えておるところでご

ざいます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  交通に関してちょっと出たんで、ちょっ

と最後の項目になるんですが、交通対策で

以前私が提案させてもらった自治会のカー

シェアリングですね。これを自治会のほう

に説明をされたのか。こういった事業があ

ります。実際、この仕組みって、カーシェ

アリングの仕組みって動かすのは地域の住

民さんなんですよね。こういったもの提案

はする。でも実際にやる人がいなければこ

れ機能していかないわけですよ。ただ、こ

れの一番のネックは最初に車両購入費とい

うものがかかってしまう。そういったとこ

ろをやはりちょっと何割かでも補助するよ

うな形で進めるっていうことは検討できな

いのか。ちょっとすいません、一問一答で

この２点、自治会へ説明したのかっていう

のとお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  最初に自治会に説明されたのかというこ

ところですが、昨日、行政連絡員の会議が

ございました。その中ではちょっと案件も

多ございまして、御案内するまでには至っ

ていない状況でございます。この自治会の

このカーシェアリングにつきましては、東

日本大震災により約６万台の車が被災した

宮城県石巻市で活動が始まったものと認識

をしております。コミュニティカーシェア

リングは一般的な有償運送とは異なり、基

本的には許可や登録を要しない運送と位置

づけられております。利用者同士がルール

に基づいて車を維持・利用し、経費を分担
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し、車を運転できない方が利用する場合に

は登録されたボランティアドライバーに運

転を依頼する仕組みであると理解をしてお

ります。本町は高齢化率も高く、今は運転

免許を返納される方も、今後ですね増加し

ていることが予想されているところですが、

コミュニティカーシェアリングはボランテ

ィアのドライバーの継続的な確保やボラン

ティアドライバーの都合により片道のみの

運行になるケースもあるように聞いており

ます。そのような観点から、地域公共交通

も含めて検討していくべきではないかと思

っております。現時点では行政のサポート

としての補助金については考えておりませ

んが、交通対策としてだけではなく地域の

活性化にも寄与する活動であると認識して

おりますので、引き続き検討を続けていき

たいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはりね、この議会で一応有効な一つだ

として説明するというふうに答弁されてい

るわけですから、案件が多くても、もうそ

れを言って多分半年か１年ぐらい経つんで

すよ。やはり自治会に説明というものはし

ていただかないと。ここで言ってやらなか

ったら、説明ぐらいすることできるじゃな

いですか。それで、これからの行政サービ

スって全部行政、皆さんがするっていう感

覚をやっぱり捨てないと。できることは地

域の住民さんでやっていただくっていうこ

とで、住民さんには情報提供をどんどんし

てもらいたいんですよ。それの一つが自治

会の皆さんへの情報提供。だってこれに関

してもボランティアで運行するという人の

手配はやっぱり自治会にやってもらわない

といけない。それを入江部長が心配するこ

とじゃないんですよ。継続的に確保するの

は自治会のほうでいろいろ確保していく段

取りとか、若い人を募ってとか、そういっ

たことをしていくわけですから。それの、

やはり自治会の段階でだけだとそういう情

報がまず入ってこないし、そういったどう

いうふうに進めたらいいかというのはやは

り行政がそういうことは詳しいですから、

そういった他市で日本全国やっている事例

を取り入れて、こういったことをほかでは

やってますよ、こういったことを取り組ん

でどうですかということで、いろいろな交

通の充実というものは図れると思うんで、

ぜひともそういった観点から進めてもらい

たいと思っております。この朝日町のはす

ごいおもしろいのは、子ども版があるんで

すよ。大人版もあるんですけど、これは塾

に行く子どもたちを送迎する親御さんが、

今日ちょっと送れないわっていったときに、

誰かお友達とかを探せるんですよ。それで

ついでに一緒に乗っていくと。そういった

こともできるわけです。今までだったら顔

見知りじゃないとできなかったのが、いろ

いろな、デジタルの力によって、知らない

人でも、ちょっとボランティア的に送迎す

るっていうことができるようになったわけ

ですよ。それっていうのは本当に何のコス

トもかからない。その仕組みは作らないと

駄目ですよ。そういったことができるよう

な時代になってます。住民の力、行政とし

てはそういった旗振りに徹して、もっと住

民の力を活用して交通網を充実させていく

っていう取組が重要になるかと思いますが、

もうちょっと前向きな答弁をお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  すみません。自治会との周知につきまし
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てはなるべく速やかに周知をして、自治会

のどうお考えになるかによりますけども、

働きかけはしていきたいと思ってます。そ

れでこちらのほうとしてもできるだけ支援、

金銭的な補助がどうかいうところはありま

すけど、サポート的していけるところは情

報提供も含めてしていきたいと思っており

ます。ここの朝日町の取組はホームページ

等で私、見させていただきました。子ども

の送迎も昨年度ぐらいから始められていら

っしゃると認識をしております。向こうの

ホームページでは、300メートルの圏域では

98％、ほぼ面積的にカバーをされてるとい

うような、それはいろんな交通手段を含め

ての話ですけど、いうところも計画の概要

では見てとれておりますので、本町も参考

にですね。ただ、地理的要因とか特性はち

ょっと異なりますが、１万1,000人の町でそ

ういう取組をされているというところも、

本町としては今後のまちづくりの参考にも

していけたらなと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  もうまずは、オンデマンドバスなんか事

業者ですよね、主体が。やはり朝日町の取

組は住民さんをドライバーに活用してるわ

けですよ。そういった行政サービスの転換

というものは、そこはすごい大きな転換だ

と思います。やはりオンデマンドバスは事

業者がしている。だけども、一般の住民さ

んでできる交通網を作っていくということ

は、これからの財政難、人数も少なくなっ

ていく、高齢化と考えると、そういった取

組っていうものが行政には求められるのか

なと思ってますので、ぜひともよろしくお

願いしたいと思います。 

  続きまして、やはりこれね、上浦町長も

雑巾を絞り切るぐらいの行革をっていうこ

とをおっしゃってます。ただ、もう本当に

取組には本当感謝するしかないんですが、

やはりこれって、限界があるのかなという

ふうに感じてます。 

  一昔前、インフラも整備されてない、下

水とか水道も通ってないような昔であれば、

小さい自治体の単位できめ細かく行政サー

ビスを展開するということも非常に重要だ

ったかもしれませんが、もう今ほとんどイ

ンフラ整備されているわけですね。そうい

った中では、もうこの小さい行政単位って

いうものが意味ないんじゃないか、もっと

広くしてもいいんじゃないかと、広くして、

でかい市を作って、それの支所的なものを

豊能支所、箕面支所、池田支所みたいな感

じにしてもいいぐらいなのかなというふう

に感じているわけですよ。そこでまた今こ

そ市町村合併ですね。これをやはり考えて

いかないといけないと思いますが、僕が考

えてるのは淀川より北、豊能、能勢、池田、

箕面、豊中、吹田、摂津、高槻、茨木、島

本、これが北大阪市というぐらいの、それ

ぐらいの巨大な市ですよね。それぐらいの

合併を進めてはどうかと思いますが、そう

いった市町村合併についてのお考えをまず

お聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  市町村を取り巻く環境は、社会環境は

日々の暮らしの急速な変化や日常生活圏域

の拡大などによりまして住民ニーズの多様

化が進む一方、人口の減少や少子高齢化な

どが併せて進む中で、現在の住民サービス

を維持提供していくためには、行財政運営

の効率化や行財政基盤の強化が必要である

と認識をしております。市町村合併により
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まして行財政運営の効率化やその財政基盤

などの強化が図れると考えますが、それに

は合併する相手方の自治体の同意を得る必

要もございます。現在本町では周辺の自治

体との合併協議に向けた動きをしている状

況ではございませんが、本町の今後の住民

サービスの維持向上や行財政運営の効率化

などを図る手段の一つに市町村合併もある

と認識をしております。また、市町村合併

までには至りませんが、広域行政もその手

段の一つであると認識をしているところで

す。本町では広域行政の取組としては広域

ごみ処理施設組合を１市３町で運営してお

りますし、そういうところも含めて検討を

していけたらということで考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  以前、平成の大合併のときとかにいろい

ろ合併の全国の状況とか見たときに、一部

では合併のネックになっているのは首長や

議員やとも言われてたんですよ。そこが職

がなくなると。そこで反対の方向に動くっ

ていうところも結構あったみたい。ここで、

やはりもうこの維新の会の追い風ってすご

いですよね。多くの首長が身を切る改革が

身上の維新なんですから、そこの首長が一

枚岩となって頑張りましょう、一つにしま

しょうよっていうようなことがなれば、す

ごい、もう革命的な改革かと思いますんで、

ぜひとも町長、そういったことも、党の何

かそういう打ち合わせなんかありましたら、

そういったことも働きかけていっていただ

きたいと思います。 

  それでは次に、公共施設の再編、答申が

昨年の、出されていますけども、年末、２

月かな、出されていますけど、それに本庁

舎が入ってないですね。やはり本庁舎とい

うものは毎日職員が、何百人もの職員が集

まって、災害が起こったときの本部にもな

る。そういったところがやはり耐震ができ

ていないという状況は、これ僕はすごい、

どう考えてるのかなと本当理解に苦しむん

ですよ。本庁があっての周りかなっていう

気もしてるんで、本庁をどういうふうに考

えているのかお聞かせいただけますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  公共施設再編と本庁との関係について、

本庁舎の関係について御説明をさせていた

だきます。 

  議員おっしゃるように、公共施設再編に

関しましては今年の１月に最終報告書が答

申として取りまとめられました。その検討

委員会で最終報告書が取りまとめられたわ

けなんですけども、その委員会の中の議論

でも、役場本庁舎をどうするのかというと

ころは議論を差し控えておられました。そ

れはなぜかというところなんですけども、

これまでの議会の中でも御説明はしておる

かと思います。まず１点は本庁舎の場所、

その取り扱いについて決めるのは地方自治

法でその手続が定められておりまして、一

般のほかの公共施設よりもより丁寧な説明、

あるいは議論が必要となってくるというと

ころで、一定の期間あるいは議論が必要に

なってくるということが考えられること、

これが１点。もう１点はほかの公共施設再

施設を整備するというところとちょっと違

いまして、過疎債の活用を前提として公共

施設再編を進めることができるんですが、

行政施設であります本庁舎については過疎

債の対象外ということもございまして、一

緒にその公共施設再編等を進めるというと

ころで申しますと、過疎債の有効期限とい

うのが限られておりますので、そのスケジ
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ュール感と合ってこないおそれがあるとい

うこともあって、恐らく検討委員会の中で

は、施設再編と併せて議論することは控え

てこられたのかなというふうに思っており

ます。これ、今後我々としてどうしていく

のかっていうところなんですけども、この

最終報告書をもとにまた改めて考え方を整

理して、今後住民の皆さんにも御説明しな

がら施設再編というところには取り組んで

まいります。ただ本庁舎、先ほど永並議員

おっしゃいましたように、特にこの旧館部

分というところは耐震性もございませんで

して、災害のときに一体どうなるのかとい

うところは我々も懸念しているところでご

ざいます。本庁舎の整備というところは喫

緊の課題ということで認識しております。

ただ、先ほど申し上げましたように、公共

施設再編とは別に、別の議論として速やか

に検討はしていきたいというふうに今のと

ころ考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  いや別にすぐに取り組まなくて、すぐに

もう建て替えをする、すぐに何かつくるん

じゃなくても、そういう方向性を、過疎債

はあったって別に使ったらいいじゃないで

すか。でも本庁舎後にするっていうビジョ

ンみたいなのを持ってじゃないと、過疎債

を使って何かつくりました、そこに本庁舎

かぶりましたみたいなことになってはもっ

たいないわけですよね。そういう過疎債は

過疎債で使えるところに使ったらいい。で

もそれは本庁舎を含めた豊能町の全体のビ

ジョンがあって使えるところに過疎債をつ

けるっていう発想でいかないと、使ったは

いいけど本庁舎まだ遅れてましたっていう

ことだったら、本当に動きが取れなくなり

ますよ。やはりもうそこの部分は、ビジョ

ンとしてはこういうふうに持っておかない

といけないと思いますんで、そこを踏まえ

て議論のほうを進めていっていただきたい。

これと絡んでいくのが道の駅構想なんです

ね。道の駅を町長は白紙撤回ということで

進めていくということなんですけど、今の

現状でどこの場所にっていうことをイメー

ジされるのか、もしあればお聞かせいただ

けますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  道の駅の再検証につきましては、３月議

会で申し上げさせていただいたとおりでご

ざいます。スケジュールにつきましては現

段階で具体案をお示しする状況ではござい

ません。基本構想というものがもう既にで

きておりますので、進め方としましてはそ

の基本設計やそれから基本検討委員会で出

された意見書等もありますので、まずはそ

れが現状で合致するのかどうかを検証して

いく必要があるというふうに考えておりま

す。その上で課題整理、運営方法の検討、

各団体や住民の方との意見調整を経て進め

るということになると思います。まずは申

し上げましたとおり、もう既に基本設計と

いうものがございますので、それが今の現

状に合致するかどうかというのを検証して

からということになろうかと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  過去には道の駅は10キロ圏内につくれな

いんで、早急に、箕面とか亀岡につくられ

るとここでつくれないんでっていうことで

早期に急いでたっていう答弁もあったんで、

ぜひとも早急にしていただきたいと思いま
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すが、どうしてもつくる場所っていうもの

を考えると、やはり本庁舎、ここら辺の保

育所の跡、中央公民館の跡、東能勢中学校

のグラウンド、これくらいの規模でやらな

いとおもしろい道の駅って全然できないん

ですよ。もう能勢が一生懸命野菜ではブラ

ンド化している。猪名川だってブランド化

されている。大人気になっている。そこに

豊能町が野菜だけを売るの道の駅、小さい

小規模の道の駅をつくって成功するのかと

いったら、これなかなか難しい。今更です

よ。道の駅をするんであればある程度大き

な敷地を確保して、もうイベントですよね。

いろいろな、野菜を売るだけじゃなくてこ

こで体験もできる。もしあわよくば学校の

跡地を使って宿泊もできる。いろいろなこ

とができるような取組。テレビでもやって

ますよね。道の駅ランキングっていって上

位にあるのは何個か決まってますよね。す

ごい敷地でやってますよ。そういったとこ

ろの取組というものが必要になってくるわ

けです。そういったところで本庁舎の場所

っていうのがどうしてもここネックになる

わけですよ。先ほどの質問でね、上手製作

所とか、それから沿線のところで賑わいが

っていうことを言ってますけど、やはり一

番の一等地なんですよね、ここ。国道の真

横。役所なんて中に入っててもいいんです

よ。何も国道の真横になくても。国道の真

横はもっと、ほかから来た人が使いやすい

ような施設をつくっていくっていうことが

非常に重要だと思うんですが、そういった

ところも踏まえて本庁の在り方っていうも

のも検討していく必要があると思いますが、

答えれるようでしたら答弁をお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  本庁舎の整備に関しましては費用が相当

かかる、それと過疎債が使えないというこ

ともございまして、今後、町の厳しい財政

状況を鑑みますと、どこにつくっていくの

かいうところかと思います。新たに、例え

ばここの本庁舎を建て替える、あるいはほ

かの施設、公共施設空いてまいりましたら

そこを転用して活用していくのかといった

ことも含めまして、これから慎重に検討は

していきたいというふうに考えております。

道の駅に関しましても、私も過去にいろい

ろ勉強はさせていただきました。確かに沿

道沿いにあること、それと相当の駐車場が

要るんだろうな、誰がその事業者となって

やっていただけるのかなというところ、採

算性ですね。ここは特に大変我々も気にし

ておりまして、道の駅に関しましてそうい

うことを総合的に踏まえながら、どの場所

がいいのかということ。本庁舎の場所、ど

こがいいのかということもいろいろ総合的

に考えながら、これから検討のほうはさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ぜひとも、ここの活性化って僕、道の駅

ぐらいしかしんどいのかなと、企業もなか

なか来てくれないっていう現状を考えると、

そういったことを仕掛けて、自然を生かし

た環境、そういうのはもう道の駅だけなん

ですよね。そういったところを、ちょうど

今、道の駅っていうことはもう日本全国話

題なんで、間違ってもとよのステーション

なんていう名前を変えたものをしてしまう

と、道の駅で検索すると出てくるんですよ、

いろいろな近隣の。とよのステーションだ

と名前違うから出てこないですよ。もう道

の駅として豊能町の中でつくる。そこには

いろいろな人が体験できて遊べるような新
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しい道の駅っていうものをつくっていただ

きたい。それがつくれるような場所を確保

していただきたい。副町長おっしゃられた

ように、建て替えるなんて僕も思ってませ

んよ。やはりもうどこかの学校が空いたと

この跡地に移すしかないかなというふうに

思ってます。そういったことを考えると、

やはり東能勢中学校、いずれは、今は２小

２中に、法の安定性を覆して１小１中から

２小２中になったわけなんですけど、いず

れは１小１中になるわけですよ、どう考え

ても。爆発的にもうすごい施策が出て人数

が増えるっていうことがあればいいですけ

ど、それもうれしい誤算ですからいいです

けど。実際はもう１小１中に一直線という

ことですよ。そう考えるとそこのとこの跡

地をいずれこういうことにしていくんだっ

ていう計画ぐらいはもう青写真を描いてお

いてもいいのかなと思いますんで、そうい

ったことを踏まえた上で町のビジョンとい

うものを考えていっていただきたいという

ふうに思います。これ学校の話が出てます

けどね。今、当然のように吉中ということ

になってますけど、やっぱりもう前回もい

ろいろ、どうしてこうなってここにきたん

だということを聞いたときに、やはり教育

委員会だけで考えると建設費だけの問題に

なってしまう。建設費であったり、通学で

きるか、そしたらおのずと吉中なんですよ。

でも、豊能町の場合は敷地がないわけです

ね。そしたら吉中の場所というのは超一等

地、豊能町の中ではね。あそこに学校を作

ってしまうと周りに何もつくれない。そう

いったことを考えると、やはりもう僕、今

は最後の時期かなと思ってるんです。今か

らでも僕は場所を変えるべきだと思ってま

すよ。そうしないとあそこをつくったら豊

能町の未来って何も描けなくなるから。そ

ういった考えなかなか難しいかと思います

けど、一応答弁ください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  全体的な施設再編ともちょっと絡んでく

るので私のほうからお答えをさせていただ

きたいと思います。 

  学校再編後の土地利用につきましては現

在、具体的な検討を進めているところまで

はきておりません。令和８年の統合を発表

した段階で一部の学校には問い合わせ等も

きているところですが、具体的に進んでい

るということはありません。吉川中学校を

小中一貫校に利用することが本町にとって

ベストかという御質問ですけれども、前町

長がその方向を決定し、現在改修に向けて

準備を進めているところであり、これはも

う皆さん御承知のとおりでございます。現

計画の決定後には、ロシアのウクライナ侵

攻や、それを要因とする物価高騰など、

様々な要因により当時とは異なった状況と

なっているところではございますけれども、

コスト面等から、現段階では今の計画を進

めていくことが適切であるというふうに考

えておるところでございます。町としまし

ては、将来的にこの選択が最善であったと

言えるように、他の施策と併せてまちづく

りを進めていかなければならないというふ

うに現段階では考えておるところでござい

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  僕は、常に言ってるのが、跡地利用と一

緒に考えてくれと。学校の位置に関しても。

これが、吉中はここに持っていきます。で

も空いた光小なり東ときわ台小学校なり吉

川小学校はこういうことに利用します、そ
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れは豊能町盛り上がるよねっていうのが見

えていたらいいなと思います。でもそこっ

て何も見えてないんですよ。そういった中

でだから言うんですよ。跡地利用、そうい

った中で、後々、今、部長おっしゃられた

ように、その選択がベストだったかなとい

うふうに。いや、もうそれだと思えないっ

ていうのが答えですよ。今出てないんだも

ん、計画が何も。やはりそれぐらいの、学

校ぐらいしか豊能町って広い敷地ないんで

すよね。そこを使って何か新しいこと取組、

未来に向けた取組というものができなけれ

ば、なかなか豊能町の未来って本当に見え

てこない。それの一番の起爆剤になり得る

ところが吉中っていう中央にある場所なん

ですよ。そこを学校に使ってしまうといず

れはどんどん人が、今のままだと減ってい

く。そうするともうすごい敷地に学校があ

るから周りは何もできないっていうことを

考えになってしまうわけですね。先ほど部

長言われたように、ウクライナとかいろん

な問題が世界の変動によってかかってきま

す。豊能町でわかってる問題として超高齢

化の問題がある。それと、高齢化している

のに車がないと住みにくいからということ

で自動車の返納がなかなかできない。日本

全国でアクセルとブレーキの踏み間違いの

事故があって子どもが巻き添えにもなって

いる。こういったリスクも僕は踏まえるべ

きだと思います。そういったことを考えた

上で、学校の再編、学校の位置なども考え

ていく必要がありますんで、これはなかな

か先ほどの部長の答弁を聞くと難しいかも

しれませんけど、そういう場があったら一

度、またこういうばかなこと言ってたかな

と思って議論の中に思い出していただける

と助かります。まだこれは僕は引き続き諦

めずに最後まで、吉中じゃ駄目だっていう

ことは言い続けると思いますけどね。 

  それでこの活性化の中で、やっぱり空き

家対策というものは非常に重要になります。

豊能町にいいことをして来てもらいたいと

いうけど住む家がない。空き家バンクでな

ぜか大阪、豊能町だけじゃないんですよね、

うまくいってないの。大阪府どこ見てもほ

とんど空き家バンクに物件が載ってない。

ここでまたさっきの富山県の朝日町の空き

家バンク、すごい載ってるんですよ。何十

件って載ってるんですよ。それはなぜか、

僕はそこまではまだ調べ切れておりません。

でもやはりこの空き家バンクっていう体制、

空き家がないと、隠れた空き家はあるけど

市場に出ている空き家がないと住む家がな

かったら誰も来ませんよね。まず住む環境

を整えてから来てくださいですよ。いいこ

とやったって来てくれない、来る家がない

んだもん。建て替えるしかない。そうする

とお金がすごい何千万円かかる。でも、古

い空き家をちょっとリノベーションとかし

てやるんだったら、1,000万円とかで住むこ

とができる。そういったことをするために

もやっぱり空き家バンクの充実というもの

を必要だと思いますが、やはりここはどう

いうふうにこれから考えているのかお聞か

せいただけますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  空き家の活用対策として、これまで空き

家バンクへの登録の促進や空き家の利活用

方法の情報提供を継続して行っております

が、今年度、さらに空き家の掘り起こしの

取組を進めるために、現在空き家バンクへ

の登録を条件に家財道具の撤去を行う場合

にその撤去費用の補助金を交付する制度を

創設しております。また家屋除去にかかる
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費用の一部を補助する取組も新たに始める

ところでございます。それらを併せて引き

続き関係部局と情報共有を図り、空き家対

策に取り組み、効果的な空き家の利活用や

空き家の抑制を図るとともに、人口抑制や

定住化につながるような対策に努めてまい

りたいと考えております。 

  空き家につきましては先日の一般質問ご

ざいましたが、現在土地の情報提供２件と

いうことで非常に数少ない件数であると認

識しております。昨日の一般質問でもさか

さまバンクの提案も受けておりますので、

その辺のマッチングですね。希望をされる

ような物件のどのような物件が求められて

るかも含めて、今後ＮＰＯ法人とも協議を

しながら、その改善には進めていきたいと

思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはり不動産会社と連携しないと、やっ

ぱり。空き家、不動産を扱うわけですから。

そういったときにＮＰＯ法人もいいですよ。

でも、皆さん御自身で考えてください、家

を引っ越す、次の新しい家を買うってとき

に、やはり聞きたい情報というものが的確

に伝わらなかったら離れますよ。ここの学

校はこういう状況ですよとか、ここの近隣

にはスーパーなどがあって便利ですよ。駅

まではこの距離ですよ。ここだったらバス

がこうあってっていうような状況が、どこ

のマンション、不動産会社の見てもこうい

うふうに並んでいるわけです。そういった

ことを説明できる人じゃないと、僕は依頼

したら駄目だと思ってます。ＮＰＯ法人を

そういうところで育成できるのか。そうじ

ゃなかったらもうちょっとそういうことが

できる人を窓口に据えておかないと、どこ

かで豊能町の空き家バンクって調べてかけ

たら、いやそこら辺はちょっと調べてみま

すみたいな感じだったらすぐほか行きます

よ。そこで的確に答えられるような形のと

ころと委託をしていくことが非常に重要だ

と思いますがいかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今、協定を結んで空き家の情報提供して

いただいておりますＮＰＯ法人でございま

すが、空き家の利活用の促進あるいは空き

家の管理のサービスも行っておるところで

ございますので、先ほど御指摘いただいた

本町の状況、情報提供も含めて問い合わせ

等があれば丁寧に対応していくように、こ

れは協議をしていきたいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  だからいろいろ管理とかしてもらうのは

全然問題ないんですよ。ただそこと、窓口

になる豊能町の情報発信をする人とってい

うものはちゃんと切り分けてしておかない

と、まず第一声で、他市町村の人が電話を

かけて話す人がそういう専門性がある、ち

ゃんと答えられる、豊能町の魅力を伝えら

れる人じゃなかったら駄目なわけですよ。

そこの人選というのは非常に重要になりま

すんで、ぜひとも続けていっていただきた

いと思います。やはり若い世代を呼び込む

ための具体策、最初に言いましたけど、上

浦町長は自分の施策よりも何か今までの町

長のいろいろなスマートシティなんかいろ

いろなことで忙しいからなかなかできてい

ないのとは思いますが、やはり豊能町に今

住むための何か、施策を打っていく必要が

あると思います。僕はもうある程度金銭的
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な補助も必要なのかなと思いますよ。昔、

イノベーションとよのっていう会派を作っ

てたときから言わせてもらってることなん

ですけど、豊能町に何年間か住んだら奨学

金などの返済を免除すると、その分住民税

払ってもらいますからね。そういった形の

取組であるとか、そういった金銭的なメリ

ットを出すような取組というものは必要か

と思いますがいかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  豊能町に住んでもらうために何らかの金

銭的な補助を行うことにつきましては、人

口の流出入のバランスや子育て環境の充実

など様々な側面から費用対効果を踏まえて、

総合まちづくり計画や総合戦略に掲げてお

ります取組を着実に推進していくことで、

本町の魅力を高め、本町の実態に合った移

住・定住につながる施策を推進してまいり

たいと考えております。例えば移住奨励金

でありますとか、例えば家賃補助のような

継続的な支援なども想定されるところです

が、若い世代のＩターン、Ｕターンされる

方の誘引策として一時的な効果はあると考

えておりますが、新たな財政負担も伴いま

すので、持続的な定住施策や人口増加策と

しての費用対効果の検討は必要であると考

えております。豊能町に転入や移住される

方には、どのような目的で豊能町を選んで

いただいたのかは重要であると思っており

ます。支援金や助成金が目的までとは言い

ませんが、それで移住されることはきっか

けには、一つのきっかけにはなろうかと思

いますが、本町の厳しい状況ではなかなか

継続的な経済的支援は難しい状況でござい

ます。本町の魅力やよさ、不便なところも

含めて御理解していただいて、住んでいた

だくほうがよいのではと思っておりますが、

本町としては、豊能町を多くの方に選んで

いただけるように、本町の特徴を生かした

魅力ある、魅力を高めるようなまちづくり

を努めていきたいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  何度も聞く答弁なんですよ。結果が出な

かったら何か取り組んでいかないと。それ

で一時的なんじゃなかったら、だから奨学

金を何年間か住んでもらったら免除とか、

そういった継続的な、住民税ととんとんぐ

らいになったらいいじゃないですか。そう

いった感覚っていうものを、そしたら、も

う奨学金だから別にそっからの財政負担な

いですよね。帰ってくるものがない、奨学

金を返還されなくていいだけだから。そう

いったところの観点からも踏まえて、長期

で住んでいただくっていうことを条件にす

ることも一つだと思いますし、そういった

ことでやっていく必要があるっていうのは、

本当に、今ね、昔なら大阪に勤めてる人っ

て大阪の近隣だけやったんですよ、住むと

こって。電車で通えるところ。でも今、最

近リモートが進んで、もういろんな、もう

中国地方ぐらいからも大阪の人移住しませ

んかって、こんな、なってるんですよ。例

えば岡山県ぐらいからも平気で出してるわ

けですね。移住してくれたら30万円、40万

円出しますよみたいなのが、岡山とか倉敷

でも出されてます。そういったところがリ

モートによって、大阪に住んでる人を獲得

しようとしてるわけですよ。もう大阪にい

るから大阪に勤めてる人は大阪のどっかで

住むだろうっていう話はもうないわけです

ね。もう日本全国リモートが進むと、もう

沖縄に住もうが、いろんなところがもう企
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業もそういうように動いてますよ。そうい

った中の取組なんで、今を逃すと、なかな

か、少子化もあるし、次に進んでいかない

んで、ぜひともその部分に関しては前向き

に取り組んでいただきたいというふうに思

ってます。それで、やはり保護者目線で、

住みたい人の目線で豊能町選んでもらう、

そういった中に、やはり認定こども園とい

うものは、まずこども園って誰のためにあ

るか、町長お聞かせいただけます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  こども園は働く保護者と、それからその

子どもたちの教育のためだと思っておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  働く親のため、だからゼロ歳児から預か

るっていうのもあるんで、やはり学校のそ

ばっていうよりも、やはり働く親が預けて

そのまま働きに出やすい、帰ってきたとき

に一番最短で子どもを迎えに行ってそのま

ま帰宅できる、そこの時間短縮ができるっ

ていう場所を考えると、やはり吉川保育所

であったり、そういう駅のそばの場所を使

ってこども園をつくっていくっていうこと

は非常に重要かと思うんで、それを踏まえ

た上で取り組んでいただけたらと思います。 

  では以上で私の一般質問を終わりたいと

思います。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、永並 啓議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は午前11時30分といたします。 

（午前11時20分 休憩） 

（午前11時30分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  こんにちは。日本共産党の高尾靖子でご

ざいます。 

  御指名をいただきましたので、一般質問

をさせていただきます。通告どおりに質問

させていただきますので、理事者の皆さん

にはわかりやすく、手短な御答弁でよろし

くお願いいたします。 

  では最初、地域公共交通、ＡＩオンデマ

ンド交通についてお伺いいたします。 

  オンデマンド交通の実施については一定

の検証をされました。改めて、有料の実証

実験をされますが、実施内容検証の結果後

は、その方向性についてお聞きしたいと思

います。お願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  ＡＩオンデマンド交通実証実験につきま

しては、令和５年の２月１日から２月28日

までの１か月間、西地区において実施いた

しました。この実証実験は令和６年度から

の交通事業者による実証を見据えたもので

あり、人口減少、コロナの影響による利用

者の減少などの課題や、高齢化の進行によ

る将来の免許返納の増加懸念などの状況を

踏まえて取り組んだものでございます。実

験の結果といたしましては、今年の２月、

一般的には公共交通の利用者が少ない時期

ではございましたが、延べ3,214人の方に利

用いただき、実証後も次はいつ運行するの
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かなどの好意的な声も多数いただいている

ところでございます。 

  今後の事業展開につきましては、令和４

年度に国の交付金を活用して、ＡＩオンデ

マンド交通実証実験を含めたスマートシテ

ィ事業を実施しておりますので、令和６年

度までこのスマートシティ事業の検証を行

う必要がございます。令和４年度の当該事

業の内容を精査し、議会の御意見等も踏ま

えて、今後の当該事業の検証内容を整理を

した後、今年度の検証に要する予算を計上

させていただき、御説明もその際にしてい

きたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  御答弁いただきました。実証実験はよか

ったという評価を得られています。住民の

皆さんからも、利便性が高かったんではな

いかというような声も聞かれました。環境

的に持続可能な交通を目指して、今後も利

用性の高い公共交通として想定されるわけ

ですけれども、今後のバス停などの場所、

設置については、いろいろなイベントがあ

ちこちで行われておりますがそういうこと

も想定した開催場所へのバス停の設置など

も求めたいと思うんです。交流人口、住民

が住み続けられる手段としてのＡＩオンデ

マンドバスであってほしいと思っておりま

す。よく言われております、誰一人取り残

さずのスローガンを、人にも環境にも優し

い交通をと、バス停115か所設置されてきま

した。これを維持して利便性の高いオンデ

マンドバスにしてほしいんですが、その点

についてはいかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えをいたします。 

  先ほども御説明いたしましたが、今後の

事業につきましては、今年の取組の検証も

踏まえて事業内容を精査した上で、議会の

御意見も踏まえて、今後の検証内容を、今

年度の事業に検証する予算をこれから計上

させていただけたらなと思っております。

でございますので、交通事業者とはいろい

ろ協議はしておりますが、まだ具体的には

バス停の数等も含めましてこのような形で

やっていくというところはまだ決めており

ません。なので、今おっしゃった御意見も

踏まえて、どのように今後の事業展開して

いくのかいうのは、協議をした上で、議会

にも御説明した上で進めていきたいと思っ

ております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  関連するんですけれども、ＡＩオンデマ

ンド交通、公共交通事業で、デマンド用の

車体800万円が阪急バスのものになるという

説明もありましたけども、この運行時に、

あってはならないと思うんですが、事故が

あった場合などについてはどのような保険

がきくようになって、豊能町が負担すると

いうものではないということになるのか、

その点はいかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  通告にないですけど、大丈夫ですか。 

○11番（高尾靖子君） 

  すいません。関連です。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えをいたします 

  先ほどもちょっとお伝えしましたが、ま
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だどのような形で運行していくかいうのは

決まっておりません。運行上の事故につき

ましては、これは基本は阪急バスが運行し

ますので、ちょっと内容、どういうような

流れというか、誰が責任を負うかはちょっ

と今ここではっきりお伝えすることはでき

ませんが、阪急バスが運行をいたす関係上

は、阪急バスがその事故等の対応も含めて、

第一義的には対応するのかなと思っており

ますが、ちょっとここでは詳細のところま

でお伝えはちょっとできませんので、基本

的な考え方は今申したとおりだろうと思っ

ております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  第３次豊能町都市計画マスタープランに

掲載されているように、住民の生活利活用

について高めること。道路交通網及び周辺

環境の整備を基本方針として行ういうこと

になっておりますが、その点を今後、有料

になっても利用が十分にされることも期待

しながら、まだ有料化の額もまだ決まって

ないいうことなんだと思いますが、その点、

ぜひしっかりとＰＲをしてやっているいう

ことを、存在感のあるデジタル田園都市じ

ゃなくて、ＡＩオンデマンドバスであって

ほしいと思いますので、これは要望ですが

頑張ってください。よろしくお願いいたし

ます。 

  次に行きます。 

  先ほどからもお話がありましたけれども、

前塩川町長が進められたデジタル田園都市

国家構想、スマートシティ事業、新しい資

本主義のもと、官と民の連携で、これが今

問題になっております。構想の目的は、効

率化、合理化、コスト削減なんですが、問

題の一つに、企業版ふるさと納税の不足、

実施には行政が責任を負うことになり、負

担が大きいと言われています。 

  昨年の６月議会で可決しましたスマート

シティ事業費は、国のデジタル田園都市国

家構想推進交付金と企業版ふるさと納税で

賄う事業ということは先ほどから言われて

おりますが、３億9,036万2,000円。うち概

算で２億1,200万円が支払済で、残額が５月

に支払い、交付金はタイプ２、補助率２分

の１、残り２分の１はプラットフォーム協

議会参加企業からのふるさと寄附金に頼っ

たものです。今年３月31日までに見込まれ

ていた寄附金、１億9,518万1,000円ですけ

れども、現在までに6,000万円しか入金され

ていない。 

  私は議員総会で、３月31日までに残額の

１億3,500万円が入らなければどうされるの

かというふうに問いただしておりますが、

塩川前町長は、私が責任を取りますと明言

されました。残額の約１億3,500万円の責任

問題、どう解決しようとされるのか。上浦

町長には大変な問題が降りかかったことで、

就任後、大変な思いをされていると思うん

ですけれども、引き継ぐいうことはもう仕

方なしでございますね。その点で大変だと

思うんですけれども、この点について、上

浦町長が引き継がれて、塩川町長に対して

何ら責任を取るいうことも踏まえた言葉に

対して、公文書を提出されているのか、そ

の点について確認したいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  塩川町長に公文書を出しているのかとい

うような御質問でございます。 

  ４月の７日とそれから４月の27日に公文

書を出させていただきまして、全額寄附い

ただいていないということに対する塩川前
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町長の見解を確認させていただきたいとい

うことと、全塩川町長が明言をされている

責任ということについて、どういうように

とろうとされているのかというようなこと

のお考えをお示しいただきたいという旨の

公文書を２度にわたって発出をさせていた

だいております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。この点について

は、議会、そして議会しかこれはまだ確認

されてなかったと思いますが、議会の思い

を認識していただき、取り組まれたと思い

ます。その出された件に関しまして、塩川

町長からは何ら返事がございましたか。そ

の点についてお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  しっかりと文書にて御回答をいただいて

ございます。 

  内容につきましては、お問い合わせの３

月末までに入らなかった私が責任を取る、

との記載がありますが、私がこれまでの議

員総会の中でそのような発言をしたのか否

かについては、前後の流れが定かではあり

ませんが、豊能町としては諦めることなく

引き続き責任を持って、ＯＺ１と継続的に

誠意をもって交渉を行い、当初の予定どお

り寄附をいただけるよう努力しますいう趣

旨でございますと。間違っても寄附の未収

分を個人的に立て替えてお支払いするなど

というものではございませんので、あしか

らず御了承くださいというような文面をい

ただいてございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  お答えいただきまして本当にほっとしま

した。その公文書ですけれども、今後スマ

ートシティ特別委員会もあります。その中

で、また取り組んで、不透明な部分を解明

していくいうことでございますが、これま

でも私たち、議員皆さんも感じておられる

中で、この事業に対しての不透明さ、そし

て出てきた３億円、金額に対して３億9,036

万2,000円、これに対して決済がされていま

すが、きっちりと企業のほうとの計算が合

ってるんですけども、これはそういうこと

でいいのかどうかも確認したいと思います

けれども、今度、こういうことが、いつま

で責任取るのかということにもなるんです

が、これは期限がまだいけるということで、

入る見込みというのもあるのかどうかです

ね。その点、先ほどもちょっと入江部長が

おっしゃったんですけど、まだわからない

いうこともおっしゃったんですけど、それ

はそういうことになるんでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  議員、御質問いただいたような寄附金と

いうことだと思います。寄附金につきまし

ていついつまでにという期限があるという

わけではございませんでして、一旦、年度

でございますので３月末までということで

我々もそこは交渉の目処としておりました。

今も現在も引き続き相手の企業とは、そう

いったことでは協議は続けさせていただい

ております。その中では全く支払わないと

いうわけではないという意思は示されてお

るところでございまして、こちらとしまし

ては、先ほど部長のほうも答弁しておりま

すが、引き続き粘り強く、企業とは寄附い
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ただくように交渉はしてまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  それでぜひ期待したいと思うんですけれ

ども、豊能町は一切お金は要らないと、使

わないというふうなことが言われてました

のでね、その点についてもしっかりと要求、

要望して要求していっていただきたいと思

うんです。それで先ほど上浦町長がおっし

ゃいました、公文書出されて、また塩川前

町長から返事があったというその文書を、

ぜひ提示していただきたいと思うんです。

公文書であるので、その点は出していただ

けると思うので、いかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今、議員おっしゃいましたように公文書

でございます。ですので、一義的には、情

報公開の御申請をいただくということにな

ろうかと考えてございます。あと先ほども、

委員会のこともおっしゃいましたので、議

会の委員会で、その運営の中で御調整をさ

せていただくということもあるのかなと思

ってございますので、よろしくお願いをい

たします。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  確認していただき、御理解いただいたと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  では、次にいきます。 

  光風台の中央公園を含む整備が求められ

てきて、このたびにスマートシティ事業で

光風台の公園は改善されてきました。少子

高齢化の町にふさわしく、光風台の公園だ

けではなく、豊能町全体の公園にぜひとも

子どもの遊具、ベンチの設置、増設、健康

遊具などの積極的な設置を求めるわけなん

です。やはり子どもたちが遊べる、安心し

て遊べる場所としての要望でございます。

ぜひ求めていることに関しての御答弁をい

ただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  御回答します。 

  まず本町のほうですけども、令和元年度

から都市公園の在り方に関する共同研究を、

武庫川女子大学、株式会社オリエンタルコ

ンサルタンツ及び本町の３者で共同研究を

行っておりまして、今年度で５年目を迎え

るといったところです。これまでの４年間

の成果ですけども、主に 1,000平米から

2,000平米程度の街区公園の使用状況調査及

び住民さんへのアンケート、あとセミナー、

ワークショップ、あと実証実験、実証実験

については街区公園より若干大きい中央公

園レベルということで、近隣相当の公園を

１ヘクタール程度のほうで実証実験のイベ

ントをやってきたといったところで、そう

いった中、令和３年度の12月に、豊能町の

賑わいづくり、多世代交流、街区公園をも

っと魅力にといった、ワークショップのほ

うを開催いたしております。その中で住民

さんからの御意見として多かった意見をち

ょっと紹介いたしますが、大人世代も楽し

める公園にしてほしい。高齢者がゆっくり

くつろげる公園にしてほしい。公園にベン

チを設置してほしい。広場化してほしい。

そういった御意見がいただいておるところ

です。そういった議員さんの御質問、３点、
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ベンチの増設、子ども用の遊具、健康遊具

の関係ですけども、まず１点目、公園のベ

ンチなんですが、もう既に設置されてるベ

ンチのほうが老朽化をしておりまして、使

用中止をしているというところもちょっと

数多くあります。まずはその老朽化してい

るベンチのほうの補修ですね。再設置を予

算の範囲の中で進めていきたいなと考えて

おります。 

  それから２点目、子ども遊具のほうです

が、住民等のワークショップの中でも遊具

を撤去して広場化にしてほしいといった御

意見、1,000平米、2,000平米の街区公園で

すので、遊具があると走り回れないといっ

たところを踏まえての御意見だと思うんで

すが、そういった御意見がちょっと多かっ

たということもありますし、財政事情など

も踏まえると、積極的に遊具を追加すると

いうのは現在のとこ控えておるといったと

ころです。 

  それから３点目、健康遊具のほうですが、

先ほど申しました産官学の共同研究の中で、

全国で設置されている健康遊具についても

調査のほう行っておりまして、健康遊具の

種類にもよるんですが、実は本町のほうの

光風台の中央公園のほうにも健康遊具ある

んですが、使用されてるの最初だけで、飽

きられるとほとんど使用されてないという

事例が多くございまして、一緒に研究して

るその先生の御意見ではありますが、設置

は控えるべきではないかといった見解も示

されておりますので、これについても財政

事情等を踏まえまして現在のところは設置

することは考えていないというところでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  確かに公園の広さは制限がありますので、

思い切った遊具、健康器具を十分に配置す

るいうことは無理かと思うんですけれども、

豊能町は公園は全町的にあるわけですけれ

ども、この点についてもうちょっと見直し

をしていただいて、やはり、先ほどからま

ちづくりに対しての、若い方が来て、子ど

もたち、赤ちゃんを連れて抱っこして、小

さい子ども連れて遊ばしてるいう風景を見

るとね、本当にほほえましくて、こういう

時代が何十年前かにあったなという思いで

見ております。そういうのが再び再現でき

るような豊能町であってほしいなと思うん

ですね。豊能町は昨年10月に木材利用基本

方針を策定しております。木材の利用を進

めるとしているんですが、公共施設の整備

には、木造化、木質化を促進や、備品も木

材を利用した製品の導入に向けて取り組ん

でいきますと明記しています。脱炭素社会

の実現を目指すためにも、木のぬくもりを

感じる木製品、公園で遊ぶ子どもや高齢者

に優しいベンチ、休憩できる公園、木製の

バス停のベンチ、こうしたものが高齢者の

中からも求められています。そういうこと

での前進のために、やさしい環境づくりを

引き続き求めたいと思いますが、検討はし

ていっていただけるということでよろしい

でしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  先ほど、昨年10月、木材の利用方針の関

係で町内の施設等、木材のその製品を使っ

ていこうといったところの方針が立てられ

たということで、公園のほうにもベンチが

ありますので、現在考えておるのは、公園、

30か所ほどございます。その中でも結構、
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ベンチ自体がもともと木製で作られてたも

の、あとは途中で木製に切り替えたもの、

いろいろございますが、雨なり紫外線なり

で劣化して現在使われていないというベン

チが多ございまして、それを今のところ中

止したり、撤去したりとかしておるところ

でございますが、そういったものの、もと

もと既存であったベンチのところに新しく

予算の範囲の中でベンチをもう一度再設置

しようと考えておったところでして、木材

の利用方針にもあるんですけども、前回、

腐ったりして撤去した原因がやはり木製で、

紫外線なり雨風なり等で腐食してしまった

というのが大きな要因にはなっておるので、

最近木材でも腐らないような形で防虫なり

しながら、そういうしっかりとした木材も

出てきておりますので、検討はしていきた

いと思っております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  木材は本当に、確かに劣化していくいう

のが何十年か、何年ぐらいもつものかどう

かまだ分かりませんけれども、しかし今、

工夫すれば長持ちもするということでござ

います。ただ、こういった豊能町には森林

組合っていうのがありまして、それを活動

は今も続けられていると思うんですが、そ

の森林組合では伐採される木材なんかは、

これはちょっと質問には出しておらないん

ですけど、木材を利用した基本方針の中で

はものが言えるのかなと思いまして、ちょ

っと聞きたいと思うんですけれども、その

点のほうはいかがでしょうか。勝手に言っ

たらいけないんですかね、森林組合の木を

伐採したのをよこしなさいいう話にはなら

ないいうことなのか。ちょっとその辺を聞

きたいと思ってるんですけど。 

○議長（管野英美子君） 

  通告にないですが答弁できますか。 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  森林組合で扱っている木なんですが、基

本的に豊能町の木材がそのまま森林組合に

いくかというと、それはなかなか難しい状

況でございまして、森林組合も扱ってる木

材というのは、能勢は能勢町産というのが

あるんですが、豊能町産のものがそのまま

森林組合で扱ってもらって、それがこっち

にそのまま直接くるかっていうと、そうい

うわけでもございませんでして、なかなか

木材利用方針で、豊能町産を使って積極的

にやっていこうというよりも、どちらかと

いうと大阪府産とかそういったものを使っ

てというところにとどめておりますんで、

なかなか、議員おっしゃってることが全て

そのまま、森林組合にお願いしてかなえら

れるかというと厳しいんじゃないかなとい

うふうに思います。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  大事なこういう基本方針を作られたいう

ことですので、これをやはり有効に活用す

るという、できるような状況を、環境をつ

くり出していただきたいと思います。これ

は要望ですがよろしくお願いいたします。 

  次に行きます。次はＥＶ車リース運用に

おける事業を生かした住みよいまちづくり

の件でお伺いします。それで、これは何回

も、ＥＶ車の充電スポットも、これまで何

回か要望してまいりました。そういう中で

こういう事業を始められるいうことで、５

月新年度の肉付け予算に、豊能町、能勢町

でＥＶ車リース運用における事業、７月か

ら参加予定とのことですが、中古の電気自
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動車を公用車として運用してまちづくりの

一環いうことなんですが、これも実証して

いかれるわけですが、この実証の結果がよ

ければ、豊能町にも、まだ少ないと言われ

てきましたけれども電気自動車を走らせて

る、静かに走ってる自動車がたくさん見ら

れるようになりました。後ろから来ても静

かに来てるから、あぶない、おっとっとい

うようなこともよくあるんですが、そうい

うなもとで、豊能町に充電スポットが設置

するいうことに関しては可能になってくる

のかなと期待をしております。その点での

今後のお考えは、ちょっとお聞きしたいん

ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  令和５年度の５月の補正予算におきまし

て、リユースＥＶ車両の導入費用をお認め

ていただいております。事業内容といたし

ましては、能勢町、豊能町のまちづくりと

の取組の中で、地域の脱炭素化及び循環型

社会の実現に向けた取組の一つとして、リ

ユースＥＶ車の活用の可能性を検証するた

めに進めるものでございます。今回整備予

定の充電器につきましては充電時間が５時

間以上必要となります通常の充電器を設置

する予定をいたしております。設置場所に

つきましては、現在公用車を駐車しており

ます車庫の中に設置する予定をしておりま

して、一般の方が利用できる場所での設置

ではございません。リユースＥＶ車の導入

につきましては、今回の検証でコスト面、

運用面などで安全で安心して利用ができ、

ガソリン車と変わりなく導入できることが

確認ができれば、脱炭素化、循環型社会へ

の取組の一環として進めてまいりたいと思

っております。 

  一般の方が利用できる急速充電器の設置

につきましては、コスト面、費用対効果の

面から、現在設置するのは困難と考えてお

りますが、リユースＥＶ車の今後の導入と

併せて取組を考えていければと思っており

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  積極的に取り組んでいただきたいと思う

んです。というのは、豊能町にはガソリン

スタンドはもうなく、本当にその点では自

動車社会なのに豊能町にはないという寂し

い状況です。それといってこの誘致、ガソ

リンスタンドを誘致していくいうような、

そういうのは相手方もあるわけですからな

かなか難しいのかなと思うんですけれども、

この充電スポットは、豊能町がその気にな

ればできる話でございます。そういうこと

でガソリンスタンドがないことをカバーで

きるような、身近に充電スポットの設置と

いうことを求めたわけですが、ぜひ期待し

たいと思いますので、これは要望ですがぜ

ひ進めていっていただきたいと思います。

検証の結果でいい結果が出てほしいと思っ

ております。 

  次にいきます。次は自衛隊募集広告の件

ですけれども、対象者名簿提出問題が今、

新聞によく出ております。除外届申請がで

きるようにすべきではないかと思うんです

けど、箕面市ではそういう計らいをしてお

りまして、今全国各地にこういう申請制が

広がりつつありますが、豊能町では、対象

者名簿を出しておられるのかどうかまずお

聞きします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 



 3－34 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  自衛隊の募集対象者名簿を出しておられ

るかということなんですけども、これにつ

きましては自衛隊法第97条により、自衛官

の募集に関する事務の一部を都道府県知事

及び市区町村長が行うとされておりますの

で、これに従いまして名簿を提出している

というところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  今、自衛隊離れが進んでいる現状があり

ます。少子化に加えて自衛隊内のセクハラ

などハラスメント体質、戦争を想定した殺

し殺される危険性が増すなど、応募者が減

少し、中途退職者も急増していると新聞報

道にもありました。防衛省と総務省は自衛

隊員募集に当たり、対象者の名簿提供を自

治体に求める通知を2021年に出して、翌年

には自治体の６割超が提出しているいう状

態です。しかし、通知は名簿提供を強制的

にするものではなく、本人の同意もなく自

治体が個人情報を提出することに問題があ

ると言われています。個人情報保護法違反

であり、プライバシー権の憲法13条に侵害

しているということです。豊能町は自衛隊

募集を出しているということですけれども、

今後はこういったいろんな社会風潮、事例

があって、それぞれ行きたくないのに提出

された中で、そういうことで求められてく

るというのがあるということでは、心理的

に大変な状況が起こります。そういうとこ

ろで、本町も除外届け申請という、自由に

考えられる、そういうものは設定していく

いうことは、今、考えておられないのかど

うかお聞きいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  除外届ということでございますけれども、

どうしてもという届け出が御本人からある

ということであれば、提供資料から除外し

て対応することは問題ないというふうに考

えております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  名簿は出すことには変わりはないいうこ

とですね。その中で本人から、やめてほし

いと、やめたいという通知があれば、豊能

町からは申請しないというのかな、これど

ういうことなのか、もう一度ちょっと確認

したいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  先ほども申し上げましたとおり、名簿の

提出につきましては、これは法律により市

区町村の役割というふうに認識をしておる

ところでございます。ただ個人として、も

うそういう勧誘といいますか、そういった

ものを受けたくないということをあらかじ

め申請があるということであれば、提出す

る名簿から除外することについてはこちら

としては問題はないというふうに考えてお

ります。申請があれば除外したいというふ

うには考えておるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  私の期待としまして、除外届がそういう

制度といいますか、豊能町としてあるべき

ということを期待したいと思っております。

これは今のところはもう要望でしかござい

ませんので、今後はその点に、また検討し
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ていっていただきたいと思います。 

  次に行きます。教育問題についてでござ

います。中学校給食無償化実施に向けて、

今、保護者負担はかなり軽減されてきてる

と思うんですが、地域農業を支える要素と

なる今後の学校給食の食材確保も大切では

ないかと思います。安全な地産地消の拡大

のお考えはございませんか。お聞きします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  学校給食につきましては、これまでも食

育や地産地消の観点から、地元産の食材を

活用し実施しているところです。自校給食

やデリバリー給食の食材として、お米は豊

能町産のキヌヒカリ、高山の真菜やその他

の野菜、また副菜として納豆も供給してい

るところです。ただし、全ての食材を地元

のもので賄えるかといいますと、食材によ

っては町内で確保することが困難な場合も

あります。また、お米や野菜類につきまし

ても、一年中通して給食に供給するほどの

量を生産するのは難しい状況にあるとお聞

きしております。今後も関係機関と安定供

給の可否を協議しながら、できるだけ給食

の食材については地産地消を進めていくよ

うに努めてまいりたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。給食は、安全・

安心な子どもたちがすくすくと育つための

重要な食材でございます。国も、これは小

中一貫教育の話で、単独校の方式の効果を

見ているんですね。この食育の関係で、第

４次食育推進基本計画いうのが立てられて

策定されていますが、学校給食の食育に果

たす役割がすごく重視されていることがわ

かります。単独方式の教育的な効果がすぐ

れているということで、国も認めているわ

けですけれども、豊能町は今、農業者が大

変、専業農家っていう方がなかなか少ない

わけですけれども、農業支援とかそういう

形での協力者も出てくるのかなと思います

けれども、このところにもやっぱり力入れ

ていかないといけませんし、国も農業を重

要視していくような、今、話も進められて

いるようですが、豊能町におきましても、

今おっしゃっていただきました地産地消、

安心安全な給食を食材として出せるような

状況を拡大できるように、ぜひ努めていっ

ていただきたいと思います。今、何点か上

げていただけましたので、その点はうれし

いことです。これをもっと拡大できて、豊

能町の食育としてのよさをアピールできる

ような方向でいっていただきたいと思いま

す。これは要望で終わります。 

  それと陳情書にも出ておりましたけれど、

陳情書のほうは大変ちょっと厳しい状況も

ありますので、この点は国のほうへの要望

も強く求めていく問題だと思います。 

  次に行きます。支援学級での支援員の補

充ということで言われてきておりますが、

豊能町の支援教育について丁寧に述べられ

ていますけれども、昨年４月、文部科学省、

大阪府教育庁の通知について、混乱なく行

われているのかなと思うんですね。特別支

援学級または通級による指導のいずれにお

いて教育を行うべきか判断せよというよう

なことで言われてきておりますが、通級に

よる指導のさらなる活用ですかね、その点

での共同学習など、必要な指導体制が求め

られるわけですが、今どのようになってい

るのかお聞きいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 
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○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  各小中学校の指導員につきましては、各

小中学校の状況を確認し、学校からの要望

に合わせて人件費の予算措置を行い、人員

配置を行っております。ただ現在、慢性的

に人手不足があるために、現実として配置

できない学校もあるのが実情です。今後も

関係機関と協力をしながら会計年度任用職

員の公募を行っているものの、登録がなく、

配置できていない状況が続いております。

継続して実施していくことによりまして、

応募があり次第、必要な手続を行い、速や

かに配置できるように努めていきたいと考

えております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  豊能町の教育方針では、個々の障害の状

況や心身の発達に応じた一人ひとり教育的

ニーズに応じた適切な指導や必要な支援の

充実に努めていくというふうに明記してお

ります。支援学級での学習時間については

国の通知をもとに、一人ひとりの教育的ニ

ーズに応じて学校と保護者で相談の上設定

して、適切な指導が行われるように、教育

条件整備をするいうことが書いてあるんで

すね。だから先生の不足いうのは考えられ

ないことなので、その点、子どもの実態に

応じた障害者教育の事実の上で、子どもた

ちを含めた発達がきちっと保障される教育

を実現することが重要です。現在、国の通

知のように、混乱があちらこちらにも起き

ていると聞いておりますが、通常学級、通

級学級いうようなことでの求められてるこ

とに対して、支援員の不足ということは考

えられないので、これはもう本当に続いて、

きっちりと進めていっていただきたいと思

うんですが、教育長、御答弁をお願いしま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  お答えさせていただきます。 

  支援学級の支援の指導員の配置というこ

とにつきまして、今、仙波部長のほうから

御答弁申し上げましたが、まだ学校からの

要望に全て配置できてない、それは支援サ

ポーターというんですかね、サポートする

人員が見つかっていないということですが、

できるだけ早く配置できるように、いろん

な形でお願いをしていきたいというふうに

思っております。なお、支援学級の在籍児

童につきましては、今、議員のほうから御

意見いただきましたように、一人ひとりに

応じた、一人ひとりの応じた支援を保護者

の方と相談をしながら、個別指導計画に基

づき支援に当たってまいりたいというふう

に思いますし、通級にいてる子どもたちに

つきましては、やはり自立支援、自立した

活動ができるように、人と人との、とりわ

けコミュニケーションが取れるように、支

援、通級学級でも支援に努めてまいりたい

というふうに思っております。また、通級

等の大変人数が増えておりますので、大阪

府のほうにも、教育庁のほうにも、加配等

のお願いはしてまいりたいというように思

っております。 

  以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は13

時10分といたします。 

（午後０時20分 休憩） 

（午後１時10分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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  次に、池田忠史議員を指名いたします。 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  議長より御指名いただきましたので一般

質問を始めさせていただきます。１番・池

田忠史でございます。 

  まず、学校運営についてちょっとお伺い

します。教育課程については、文部科学大

臣がそれを定め、教育委員会が管理執行し、

そして各学校の校長が編成するとなってお

りますが、実際、教育課程の編成権という

のは校長にあります。そこで、各町内の小

中学校６校について、その編成について、

違いが多少はあるとは思うんですけども、

その違いについての許容範囲というか、範

囲についてどういうふうにお考えになって

いるのかお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  お答えいたします。 

  今、議員のほうからもございましたが、

教育課程の編成につきましては学習指導要

領の総則におきまして、教育課程は学校の

教育計画であるから各学校において編成す

ると示されておりますが、学校限りの責任

で編成できるわけでなく、教育基本法、学

校教育法を初め各種の法規、学習指導要領、

さらに大阪府教育庁の指導の重点、また、

豊能町教育委員会の基本指針の13項目の重

点目標、そして各学校の特色ある教育活動

も盛り込んで編成をしております。もう少

し具体的に申しますと、国語、算数、社会、

理科などの教科の目標や内容、時間数など

をまとめた教科課程と、教科外活動として

学級活動、児童会活動、学校行事、委員会

活動、クラブ活動などから成る特別活動と

道徳の時間や総合的な学習の時間、外国語

活動などを全員が行う活動として学習指導

要領が規定されております。 

  お尋ねの、それぞれの各小中学校での教

育課程の差というんですか違い等につきま

しては、先ほど申しました基準として文部

科学省から、時間数、学年に応じた時間数

が示されておりますので、それを逸脱して

いないかどうか、それを教育委員会事務局

のほうでヒアリング等を行いまして、編成

が適正に行われているかどうか、行われて

いない場合は指導を行うというようなこと

になっております。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  教育課程について、内容的なものにつき

ましては、子どもが将来、社会に出るに当

たっての未来を予測、予測というか予定し

た上で、小学校１年生から中学校、９年生

までというか中学校３年生までの間でどう

いう学習をすればいいかというのを考えな

がらの時間数が決められておるというふう

に私は理解しているんですけれども、学校

教育法の中で標準授業時数っていうのがそ

れぞれ決められておりまして、小学校、中

学校それぞれありますけれども、その中で

先ほどおっしゃっておられた特別活動であ

ったり、道徳であったり総合的な学習時間

っていうような、各学校で自由にある程度

決めれる範囲のものがあると思うんですけ

れども、例えば吉川中学校では２年生で宿

泊行事をされているんですね。東能勢中学

校では２年生にそれに当たるものはありま

せん。そういった差があるような教育のそ

の課程の編成っていうのは、時間の使い方

として、トータルの時間は同じかもしれま

せんが、それは２単位と１単位という形で

時間数の使い方が違うと思うんですけども、

その辺違いがあることが、差があるという
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かそう考えられると思うんですけれども、

その辺均一化というか、それぞれの学校の

中で、内容は違えども時間数はある程度そ

ろえるべきだと私は思うんですけれども、

その辺どういうふうにお考えですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  具体的に今、御指摘がありました、東能

勢中学校と吉川中学校の宿泊行事等の違い

につきまして私も調べてみました。過去に

は東能勢中学校でも、５月中下旬に行う３

年生の修学旅行に合わせて２年生の宿泊行

事、１年生の校外学習を実施をしておりま

した。しかしながら平成24年に行われまし

た前回の学習指導要領の改訂時、教科の授

業時数が増えたために、どの学校でも特別

活動のうちの学校行事を見直して、その際

に２年生の宿泊行事が精選され、現在、東

能勢小中学校の７年生、８年生は、ＳＤＧ

ｓを目的とした社会見学や体験的な校外学

習を実施しておるところでございます。た

だ、令和８年４月の義務教育学校開校に向

けまして、１年生から９年生までどのよう

な体験活動、泊を伴う活動を取り入れてい

くか、現在の西地区の状況も参考にして、

校内での検討を行っていくとお聞きをして

おるところでございます。ですから、今は

吉川中学校では修学旅行、２泊３日の修学

旅行に合わせまして、２年生は泊を伴う行

事、１泊２日の行事、１年生は郊外学習、

東能勢中学校は３年生の修学旅行は２泊３

日、２年生は日帰りの校外学習、１年生も

同様に日帰りの郊外学習をやってるととい

うことでございますので、これは教育委員

会もいろんなヒアリングをしておりますが、

許容される範囲内ではないかというように

考えております。ただ、将来的に義務教育

学校が開校する際には、そのことは改善し

ていこうというように考えておられるとい

うふうに聞いております。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  もちろん家庭の金銭的な負担であるとか

教員の時間的な負担等もありますし、あと、

例えば修学旅行でも行き先が違ったり、そ

ういうことはもちろん学校ごとで違います

んで、ある程度の許容はあるとは思います

けれども、できればやはりその宿泊行事っ

ていうのは子どもも楽しみで、うちの子ど

ももあったら行きたかったっていうお話も

しておりましたし、そういうのはできるだ

け同じような、東西で違うようなことがな

いようにしていただければと思います。 

  ではそのまま続けさせていただきます。 

  令和８年、小中一貫義務教育学校開校に

向けて学校運営協議会が設立されました。

学校運営協議会の委員は教育委員会が任命

するとなっております。実際、保護者や地

域住民、もちろん対象学校の教員等が任命

されておりますけれども、その任命するに

当たっての選考、選出については何を基準

にされたのかお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  お答えいたします。 

  東・西地区の学校運営協議会につきまし

ては、令和２年秋に準備会を設置し、令和

４年４月より東能勢小中学校学校運営協議

会、吉川中学校区学校運営協議会として正

式に発足したものでございます。 

  学校運営協議会は、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第47条の６に基づき、
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教育委員会により、特別職の非常勤職員と

して任命された委員が一定の権限を持って、

学校の運営と必要な支援について協議する

合議制の機関でございます。委員の選出に

つきましては、規則で、保護者、地域住民、

各学校園及び保育所関係者、教職員、学識

経験者等、その他教育委員会が必要と認め

る者と定めております。具体的には、校長、

所園長、教員代表、ＰＴＡ会長、ＰＴＡ役

員、学校協議会委員。地域住民代表からは

自治会長、主任児童委員、青少年育成協議

会、学校支援コーディネーター、学校サポ

ーター、同窓会、卒業生などにお願いをし

まして、推薦いただいた中から20名程度を

委員として委嘱をしておるところでござい

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  人員の選考については校長の推薦等もあ

りまして決められてるのは存じ上げている

んですけれども、地域によっては公募等も

されて選出されているようなところもある

と思うんですけれども、今回公募は考えら

れなかったんですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今回につきましては公募のほうはいたし

ておりません。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  学校運営協議会の主な機能としまして三

つありまして、学校の校長が作成する学校

運営の基本方針を承認する。学校運営につ

いて教育委員会または校長に意見を述べる

ことができる。そして教職員の任用に関し

て教育委員会に意見を述べることができる

という３点があります。学校運営協議会の

メリットの中に、学校と地域の関わりがで

き、学校地域の活性化につなげることがで

きるということがありますが、デメリット

として、主観的な物差しで意思決定をされ

ると権限が大き過ぎるというようなことも

言われています。例えば、あり得ないと思

うんですけれども、学校と運営協議会との

意見が対立して、学校の運営方針、基本方

針を承認されないような、そういうような

ことの事態が起こるようなことがもしあれ

ば、そういう場合はどういう対応になるん

でしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  お答えいたします。 

  例えば、今、議員おっしゃっていただい

ておりますように、学校運営協議会の委員

さんからいろいろな意見が出されて、その

ことにより東・西地区の例えば教育に格差

が起こらないか、違いは起こらないかとい

うことでございますが、学校と家庭地域が

基本的に学校子どもたちを応援支援をして

いこう。また、地域のいろんな行事等につ

きましても、そういう場でみんなで考えて

いこうというような趣旨でこの学校運営協

議会、設置・設立されております。本町で

は、保幼小中一貫教育グランドデザインで

お示しをしております、豊能町に誇りを持

ち自信を持って社会を生き抜く子の育成を

目指す子ども像として掲げまして、進め方

としては地域、保護者、教職員、行政みん

なで責任を持って、一貫性、継続性、発展

性を大切にした教育を目指していこうとし

ております。この考えをもとに東地区、西
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地区それぞれではどんな特色ある取組を進

めるか、熟議で意見を出し合っていただき、

考えていただいております。質問のござい

ました、各学校の教育課程につきまして、

最初に御質問いただいた、教育課程につき

ましては校長が教職員とともに編成し、教

育活動を展開していくものであり、学校運

営協議会委員の意見等により変わるもので

はないと捉えております。 

  以上、御答弁とさせていただきますが、

学校の教育課程はこういうように毎年、教

育指導計画として教育委員会事務局のほう

に提出をいただいております。この中に全

ての１年間の計画が網羅されているもので

ございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  現在、学校運営協議会それぞれ東西に一

つずつ開かれておりますけれども、学校協

議会同士で情報交換がまだ、その上部組織

というか、各部会ごとでは情報が交換され

てるようですけれども、運営協議会、大も

とのほうはそういう機会がまだないように

お伺いしておりますけれども、今後やはり

そういう東西の考え方も違う中で、意見交

換をしながら、ある程度同じような方向に

向かって進んでいくことが必要だと思いま

すんで、やはりそういう機会を今後も設け

ていただいて、この協議会を進めていって

いただければと思います。それで今現在、

今、先ほど申したとおり部会がいろいろ開

かれておりまして、先日も校名のお話があ

ったり、昨日も制服のことがあったりとい

ろいろ動かれているようですけれども、ま

た今回予算の中にも校章・校歌等の予算も

挙げられておりましたし、いろいろ活動は

されていることだと思いますけれども、今

後学校ができるまでの間で動かれる部会と、

できてから、また違う部会として組織が変

わっていくと私は思っているんですけれど

も、その辺どういうふうに変わっていって

どういうふうな動きに今後なっていくのか、

その辺をお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  お答えいたします。 

  先ほどの東・西の交流、どんなことをや

ってるかということにつきまして、現在は、

例えば校名を考えていくとき、あるいは、

そのときに西・東で考え方が違ったりした

とき、どうやはり調整をしていくか等、会

長さん同士集まっていただいて、それで事

前に調整をしていただいてるというような

状況でございます。学校運営会準備会のと

きはいろいろなところに協議会の委員さん

も行っていただいたりする中で、いろんな

意見交換も、情報交換もしていただいてた

んですが、コロナ禍でそういうことができ

ておりません。今、議員おっしゃっていた

だきましたように、東地区、西地区でどう

いうことを進めているか、あるいは相談し

ているかということにつきましては、でき

るだけ会長さん、副会長さん含めまして情

報交換をしていただく、そういう場も設け

ていきたいと思います。 

  今、お話がありました今後のことにつき

まして、令和８年の４月までにつきまして

は、一応開校準備委員会、学校運営協議会

の中に開校準備委員会、そして五つの部会

を置いてそれぞれＰＴＡのことですとか通

学路のことですとか校名・校章・校歌のこ

とですとか、そういうことを今、検討をい

ただいてるのが主な活動でございます。令

和８年４月以降につきましては、例えば子

どもたちの教育活動に関する部会ですとか、
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あるいは広報に関する部会ですとか、それ

ぞれ、これはまだ決まっておりませんが、

どういう部会を作っていくかということも

考えていただいて進めていきたいというふ

うに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  今、活動をいろいろされているわけです

けれども、広報があまりされていないよう

に、「豊能の風」ですかね。「豊能の風」

に少し載せられてたりはするんですけれど

も、議事録みたいなのはアップされてなか

ったりとか、あまり活動が見えてこないと

ころもありまして、やはり実際活動されて

るところによりますと、ホームページを新

しく、運営協議会のホームページを作られ

たりとか、箕面も作られてますよね。であ

ったりとか、広報をもう少し、町のホーム

ページでその議事録をアップの頻度を上げ

てもらうとか、そういう広報活動と、その

活動を例えばですけども、傍聴したいって

いう人に傍聴券ですね、傍聴してもらうよ

うな機会を与えたりとか、いろんな方法で

ちょっと活動をもう少し見える形にしてい

ただきたいと私は思ってるんですけれども、

その辺はどういうふうにお考えですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  お答えをさせていただきます。 

  議員御指摘のありました、やはりいろん

な情報はできるだけ新しい情報を発信をし

ていく必要がございます。現在は「豊能の

風」を通じまして、それぞれの西・東、東

能勢小中学校区と吉川中学校区の学校運営

協議会の内容等についてお知らせをしてお

りますけれども、今、御意見をいただきま

した。例えば、それぞれの学校運営協議会

のホームページでいろんなことを発信して

いく。これも検討をしていっていただきた

いというように思っております。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  学校運営協議会は学校にある形のものな

んですけれども、それ以外に地域に地域学

校協働本部っていうのがありまして、それ

ぞれその学校、地域をつなぐコーディネー

ターを入れての町というか地域全体での活

動っていうのが、今後理想とされていると

ころではありますけれども、地域学校協働

本部の設置要綱が令和４年に教育委員会会

議でも可決されておりまして、今後、その

学校運営協議会、地域学校協働本部そして

学校、その三つをつなぎ合わせるためにど

ういうような形で動いていくのか、その辺

をお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  お答えをいたします。 

  地域学校協働本部につきましては、社会

教育法第５条第２項により、学校と協働し

て行う放課後や休日の学校や社会教育施設

等で行う学習やその他の活動、ボランティ

ア活動、社会奉仕体験活動、自然体験活動、

その他の体験活動などを示しております。

本町におきましては具体的に放課後子ども

教室や登下校の見守り、部活動への支援、

花壇の整備、地域のイベントなどへの参画

や支援などを行っていただいております。

本町では、地域の方々にお願いし、地域学

校活動推進員、学校支援コーディネーター
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として委嘱をし、学校運営協議会と地域学

校協働本部が連携して、学校と地域をつな

ぐ活動を行うことができるよう、企画立案、

運営調整などを行っていただいております。 

  ４小学校、２中学校にありますこの地域

学校支援コーディネーターにつきましては、

各学校にお一人ずついていただいておりま

す。そのコーディネーターの方は、学校運

営協議会の委員としても入っていただいて

おり、何か行事をするときに、地域のそれ

ぞれの団体等からスタッフをお願いしたい

とき、そういう調整役もやっていただく、

そういう役目を担っていただいてるという

ことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  もちろん今までからもそうですし、今現

在もそういう形でいろいろやっていただい

てるのは存じ上げてますけども、町内には

もちろん地域住民を含め各種団体たくさん

ありますよね。そういった方たちとの、そ

ういった活動をもっと広げていくっていう

ことが、これからもっと大事になってくる

と思いますので、今後そういった活動をも

っと広げていくようにお願いいたします。 

  最後ちょっと５番目の質問ちょっと飛ば

させていただきまして次の質問にいかせて

いただきます。 

  続いて農業についてお伺いします。豊能

町では特産品として高山ゴボウ、高山真菜、

ヤーコンなどが挙げられておりますが、高

山ゴボウもしくは高山真菜についてもこれ

高山地区のみでしか作ることができないと

いうことなので作れる面積が限られており

ます。また、ヤーコンについても、作り始

めた当初は特産品にしようということ、原

産地のアンデスの気候に豊能町が似ている

から特産品にしようということで働きかけ

られたということで、最初は結構作ってお

られたようですが、だんだん作っておられ

る方が減ってきているように思われます。

昨年度策定されました豊能町過疎地域持続

的発展計画の中に、農業のところに、農作

物のブランド化っていうのが書かれていま

すけれども、これは豊能町ではないのかな

と思うんですけど、一体どこがどのように

主導をして進めていこうというふうに考え

られてあの計画は立てられてるのかお伺い

します。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず農産物のブランド化についての主導、

どこが主導かという点ですけども、議員御

質問の過疎計画の中の農林業の振興という

ところで、そういう項目の中に属しており

ますので、農林商工課のほうが担当課で進

めていこうかなと思っておるんですが、町

長の重点施策の一つでもありますので、全

庁挙げて取り組んでいきたいと考えており

ます。 

  それから２点目、どのように進めていく

かということですけども、先ほどもちょっ

と議員のほうから、高山ゴボウとか高山真

菜のお話が出ましたけども、若干ちょっと

農産物についての御説明いたしますと、そ

ういう農産物のブランディングについては

大阪府のほうで大きく三つありまして、な

にわの伝統野菜、これが高山ゴボウとか高

山真菜に当たります。あと２点目が大阪エ

コ農産物、３点目が大阪もんといったもの

がございます。あと豊能町のほうでも、こ

れ以外の豊能町域でとれた農産物について、

いわゆる差別化いうかブランディング化を
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図っていこうということで、2018年、平成

30年になるんですが、６月15日付でとよの

美味、とよのの美しい味と書いてとよのも

んと呼んでおりますが、これを特許庁のほ

うに商標登録しております。このとよの美

味ですけども、豊能町域で栽培、生産され

た農産物であったり、畜産物、林産物など

が対象でして、質の高いお米、露天での野

菜、味噌や納豆など合計90類を対象として

おるものでございます。このとよの美味で

すけども、豊能町産の野菜等にロゴを張る

ことで広く町外の方に豊能町産の野菜等で

あるということを知っていただくという取

組で、現在は千里阪急などへの出荷時に、

この一個一個のシールを野菜に張りまして

周知のほうをやっておるというところです

が、まだまだ知名度が低いということで、

今後も周知に力を入れていきたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  ブランド化という中で、今おっしゃって

いただいたなにわの伝統野菜とか、その他、

大阪ブランドみたいなものと豊能町独自の

ブランドをっていうことをですよね。それ

以外に、2015年に農林水産省が、地理的表

示保護制度っていうので、本格的な国で作

ったブランディングの制度がありまして、

そちらのほうも、今現在、これは農作物だ

けではないんですけれども、全国で128産品

登録されているわけですね。そこまでいく

かどうかはわからないですけれども、例え

ば近隣でいえば、京都でいえば万願寺甘唐

であったり、滋賀であれば近江牛、伊吹そ

ば、奈良であったら三輪そうめんとか、で

すので農作物に限らないんですけれども、

そういったブランディングの登録等もあり

まして、これはちょっと、そのブランド化

するための協議会みたいなのを作成してい

ろいろしないと駄目なので、なかなか町だ

けでは難しいところもありますけれども、

そういったものもありますし、今おっしゃ

っていただいたようなそういうなにわの伝

統野菜とか豊能町ブランドであったり、そ

ういうものもありますんで、何か進めてい

くのに、やはり旗上げというか、みんなで

一緒になってやっていくというのをもう少

し見える形でやっていかないと、なかなか

ブランド化っていうのは、特産品化、ブラ

ンド化っていうのは難しいことだと思いま

すので、それはもう少し農林商工課なり豊

能町なりで働きかけていって、作っておら

れる農家さんと協力して、もっともっと豊

能町を外にアピールできるような農作物を

作っていくっていうことが大事だと思いま

すので、その辺はお願いしたいと思います。 

  それで、先ほどヤーコンの話をしました

けれども、ヤーコン栽培始めた当初、大阪

大学や企業と連携して研究などを進めてい

ってたはずなんですけれども、その後、一

旦消えているのか、もう終わってるのかわ

からないんですけれども、その後どうなっ

ているんでしょうか。今の現状をお伺いし

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員御質問の、ヤーコンに関する阪大と

の研究ですけども、その内容ですが、令和

２年度に腸内フローラ改善に係る臨床研究

ということで行っておりまして、その結果

については令和３年３月に報告を受けてお

ります。その報告の内容ですけども、１か

月間ヤーコンのエキスを飲み続けた結果、
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腸内フローラの改善に効果があるというこ

とが証明されたということで、この研究結

果、効能として、現在ヤーコンやヤーコン

加工品、例えば乾燥ヤーコンであったりヤ

ーコン茶であったりヤーコンサイダーとい

ったものがありますが、それらの販売促進

につなげようということで、本町のホーム

ページや直売所の志野の里において、現在

ちょっと広報をさせていただいております。

また、その臨床試験が終わった令和３年度、

大阪淀川市民生活協同組合、いわゆる淀川

生協さんのほうですが、こちらのほうで豊

能町産のヤーコンの企画販売を行っていた

だいておりまして、販売員様にも御宣伝い

ただきながら、１年間で1,500セット、１セ

ット当たり430円税込なんですが、それを注

文なりしておりまして、毎年注文数よりも

セットするよりも多くの注文を受けておる

というところで、今年度については2,000セ

ット用意できないかいうことで、今、内部

の中で調整しているところです。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  企業と何か商品化する話もあったように

お伺いしてるんですけども、その辺はどう

なったんですかね。 

○議長兼住民部長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

  農業振興の担う立場からお答えをさせて

いただきたいと思います。 

  当時、私、農林商工課長をしておりまし

て、ファインという製薬会社といいますか、

サプリの会社と提携をして、ヤーコンパウ

ダーといいますか、そういったものを製作

してきた経緯があります。その後、大阪大

学とファインという会社が共同研究で、糖

尿病の薬に反映できないかというようなこ

とで研究が進められてきました。マウスを

使った研究等でそれなりの成果は出てきた

というふうにはお聞きしておるんですけれ

ども、その後、なかなかコロナ等もあって

か、企業のほうの研究がうまく進んでない

というような状況で、現在は、先ほど坂田

部長から説明させていただきましたとおり、

腸内環境の改善に関する研究でとどまって

おるというようなところで、薬の開発とい

うのは今現在進んでいないというような状

況にございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  それは今後、まだ薬として作っていくこ

とを含めてまだ企業とは連携をしているの

か、もう一旦切れてしまっているのか、そ

の点だけちょっとお伺いしてよろしいです

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  すみません、ここ１年以上、大学やファ

インのほうとの接触はありませんので、確

かなことはちょっと今、申し訳ないですが

申し上げることができませんので、また今

後の見通し等について確認をしておきたい

と思います。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  特産品ブランディング化っていうのはな

かなか難しいので、そんな簡単にできるも

んではないので、今後、町の動きというか、

活動についてちょっと期待をさせていただ

きたいと思います。 
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  続きまして財政についてですけれども、

昨年３月、税収が減収が続く中、税収だけ

ではなかなか収入が難しいということもあ

りまして、例えば、簡易的な広告費であっ

たり、各種ごみとか駐車場の有料化みたい

なものであったり、ガバメントクラウドフ

ァンディングみたいなものであったりって

いうことで、何かしてみてはどうかという、

収入を増やすための努力を、歳入を増やす

ための努力をしてはどうかという話をさせ

ていただきましたが、その後何か動き、何

かされたのかお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  本町からの現状から見ますと昨年３月に

答弁させていただいたと思いますが、現在、

即効性のある歳入増加策としていたしまし

ては現在ない状況で、それは変わっており

ません。しかしながら広告収入あるいは町

報とかにも広告を掲載させていただいてる

んですが、その分については若干収入が増

えております。令和４年度で見ますと18万

円ほど、昨年度は３万5000円ほどでしたが、

そういうのも若干増えております。また今

後ホームページも、以前はちょっと広告を

上げさせていただいてたんですけど、あま

り希望がなかって今はちょっと中断してる

ような状況でございますが、そのホームペ

ージの広告も今後、再度検討してみてはと

思っておりますので、その辺の準備も検討

もしていきたいと思っております。一時的

には普通財産の売却であるとかそういうこ

とも考えられるんですが、経常的に税外収

入を確保するのは、いろいろと課題も多ご

ざいますので、現在といたしましては今の

ところそういう状況であります。 

  また、ふるさと寄附金につきましても、

令和４年度の見込みでは、御質問には後で

あるかと思いますが減っておる状況でござ

いますが、その辺のことも含めて、改善で

きるところはしていきたいと思っておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  今お話にありましたふるさと寄附金なん

ですけれども、今年度1,638万円、昨年は

2,530万円、昨年から約900万円減っていま

す。実際、ちょっと計算、今年じゃないん

すけど、計算してるんですけど、例えば令

和元年に豊能町からの住民がほかのところ

に寄附した金額が約3,000万円、寄附もらっ

た金額は約2,500万円、実際、寄附がされた

分の７割が豊能町のほうに還付されるとい

うことは３割は減収になっているという計

算なので、減収分が約744万円。寄附の経費

その他差し引きした金額が1,300万円、それ

を全て差し引きすると最終的に残るのは650

万円。令和元年ですね、これはあくまで。

年々、豊能町から寄附される人の金額は増

えておりまして、今年度はまだ幾らか分か

りませんが、この全ての経費その他の計算

をそのまま当て込んで、計算して、もしも

ですけども、約3,800万円の豊能町から出て

いく寄附金があれば、ふるさと寄附金今回

1,600万円について差し引きゼロ円です。寄

附していただいてるけども、実際出ていっ

てる金額との差し引きゼロ円です。全くも

って、意味がないという表現は悪いですけ

れども、せっかく寄附してもらってるのに

出ていってる金額と差し引きして何も使え

ないような状況にもなります。やはり、ふ

るさと寄附金も年、大体2,000から2,500万

円前後を推移して、もうずっとそれで推移

しておりますので、増やすための努力、そ
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こもやっぱり必要だと思うんですよね。先

ほど言った広告収入とかその辺はやはり金

額的にも少ないですので、やはり今後も、

ふるさと寄附金って確定申告とかの関係が

あるので、年度末じゃない年末にかけてが

急激に上がると言われてるんですけれども、

まだ今からであれば、まだまだ寄附しても

らえる可能性は今年度あると思うんですよ。

であればやはり、返礼品、町にはすごいた

くさんいろいろなものがありますので、や

はり足を使って、その場所に行ってお願い

してくるとか、そういったものをもっと活

発にして、寄附をしてもらえるような活動

を、さとふるとか何たらとか、ホームペー

ジに、いろいろなホームページに載せても

らうのはもちろんですけども、載ったら来

るわけじゃないんで、やはりそこの部分も

活発にして、いろいろな興味を引くような

ものを返礼品に載せて、もっともっと寄附

してもらえるような活動をする必要がある

と思いますけれども、どうですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  令和４年度のふるさと寄附金でございま

すが議員御指摘のとおり、約900万円ほど減

収をしております。令和３年度、ちなみに

2,530万5,000円ほど。令和元年度は2,448万

8,000円。令和２年度でしたら2,345万2,000

円と、2,000万円を超えることで推移をして

おったんですが、今回、2,000万円を下回っ

ている状況でございます。その減少要因の

一つとして考えておりますのは、高額な寄

附が減少していることが一つの要因でござ

います。一件15万、これ15万は、そこで多

分返礼の品目がちょっとランクが上がると

いうことで15万で切らせていただきますと、

令和３年度では８件で寄附金の総額が799万

円ほどございました。これが令和４年度で

は９件と件数は多いんですが、464万円と大

きく減少しておる状況でございました。 

  またもう一つの要因として考えられるの

は、ふるさと納税サイトのサービスで行っ

ているワンストップ特例申請のオンライン

申請に本町が対応できていなかったという

ことも一つの要因ではないかと考えておる

ところです。ふるさと納税のワンストップ

特例申請は、これまででしたらふるさと納

税をするには、ふるさと納税の確定申告が、

すみません、寄附先の自治体へ必要書類を

郵送する必要がございましたが、オンライ

ン申請では紙の書類を郵送する手間が省け、

オンライン上で手続が完了するため、寄附

者にとって申請がしやすいものとなってお

りますので、今年度これの導入の検討も行

っているところでございます。 

  また返礼の品目ですが現在77品目登録し

ておる状況でございます。若干増えておる

んですが、議員の御指摘のとおり中身の返

礼品目については充実をしていきたいと思

っておりますので、今後も引き続き努力し

ていきたいと思っております。よろしくお

願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、池田忠史議員の一般質問を終わ

ります。 

  以上で一般質問を終わります。この際、

暫時休憩いたします。再開は14時10分とい

たします。 

（午後２時00分 休憩） 

（午後２時10分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第２「第44号議案から第48号議案」

を議題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 
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  質疑内容は、それぞれ各常任委員会に付

託いたしますので、大綱のみお願いいたし

ます。 

  なお、御承知ではございますが、質疑は

議題になっている事件に対して行われるも

のでありますから、現に議題になっていな

ければなりません。また、議題に関係のな

いことを聞くことができない、このように

規定されておりますので、その点、十分御

協力いただきますようお願いいたします。 

  第44号議案から第48号議案５件に対する

質疑を行います。 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  あんまりこんなことは聞きたくないんで

すけどね。48号議案、一般会計補正予算の

中の歳入、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金入ってくるんですかね。

いちいちこれを聞いていかないと。ていう

ことを、本当はこういうのは信頼関係で今

までは国だから入ってくるっていうことで

いけたんですけど、前町長、塩川前町長が

ここに、議案書として載っけたわけですか

らね、入るものとして。我々はそれを信じ

て可決したけど入ってこなくて、今、欠損

と思ってますから、それでここに歳入とし

て交付金という形で載ってるんですが、こ

れはいつぐらいのタイミングで入ってくる

のか、わかっていればお聞かせいただけま

すか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今回の一般会計の補正予算で地方創生臨

時交付金を活用して事業を計上しておりま

す。これにつきましては。国・府等からの

交付金の通知に基づいて編成しているもの

でありますが、予算が認めていただきまし

たら、今後、国のほうに実施計画を申請い

たしまして、それが採択されて交付を受け

るのが、今はっきりとした日までは通知は

ございませんが、大体冬頃に交付をされる

というような交付のスケジュールの資料が

届いておりますので、冬頃に交付を得られ

るということで見込んでおります。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  こういう手間がかかるようになってしま

ったわけなんですが、欠損分を一日でも早

く振り込んでいただけるような働きかけを

していただきたいのと、上浦町長のもとこ

れから議会との信頼関係についても少しず

つ回復していただくようお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  永谷議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  第44号議案でございますけれども、全協

でいただいた組織機構図がございまして、

機構改革の主な目的として５点ぐらい書い

てありました。一番最初の組織の機能性を

発揮するよう部を改編しコンパクト化と書

いてあるんですけど、４部から３部に減っ

たのは承知してるんですけれども、代わり

に各部に対して課が何個か増えてますよね。

その課が増えてます、増加しておりますの

で人的配置のこともありますけれども、こ

れでコンパクト化と言えるのか、この点に

ついてお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。今回の第44号議案で
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豊能町事務分掌条例改正の件を上程させて

いただいております。その中で今回部を一

つ減らすような内容となっておりますが、

今回の組織のスリム化、一つの部をなくす

ような形になっております一方で、今の行

政課題に対応するために別の課を設ける、

室を設けるというようなところもございま

す。したがいまして現在の行政課題に対応

するという意味で、コンパクト化も図りつ

つ、現状の行政課題にも迅速に対応すると

いうところで、迅速な意思決定も含めて組

織をコンパクト化する一方で迅速に行政課

題にも対応していきたいという思いがござ

いまして、あの資料のような組織にしてい

るところでございますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  前町長の時代で、スマートシティの関係

で特に名称を申し上げますけれども、まち

づくり創造課が業務やっておったんですが、

かなり少人数で業務を遂行しておりました。

個人的には大変疲弊していたという感じを

持っていますので、果たしてこの機構改革

でその点が改善ができるのかどうか、その

点についてお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  この事務分掌条例の施行日は10月１日と

いうことにさせていただいております。そ

の際には今の現有の職員の中では対応して

いきたいと思っておりますが、組織に応じ

た人員配置も含めて検討していきたいと思

っておりますので、今の課の人員がそのま

まスライドするのかどうかというところも

含めて、新しい組織を作っていきますので、

検討していきたいと思っておりますので、

その中でめりはりをつけたといいますか、

そのような人員配置は検討していきたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  最後質問、要望なんですけど、住民さん

の声で、ある件で本庁と支所と両方行った

ところ、職員さんの説明に温度差があった

と。ですから不信感持ってるという、そう

いう事例がございましたので、これは一方

的な住民さんの声ですので、実質私はその

場におりませんけれども、今後はこういう

機構改革によって職員さんのスキルアップ

を、一方的な話かもしれませんけれども、

スキルアップを図っていただきたいという

ことで要望させてもらいます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。第44号議案から第48

号議案は、お手元に配付いたしております

付託表のとおり、各常任委員会にそれぞれ

付託の上審査することにしたいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  異議なしと認めます。 

  よって第44号議案から第48号議案は、お

手元に配付いたしております付託表のとお

り、各常任委員会にそれぞれ付託の上審査

することに決定いたしました。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた
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しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、６月15日午前９時30分より会議

を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後２時19分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第44号議案 豊能町事務分掌条例改正の件 

第45号議案 豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関 

      する条例改正の件 

第46号議案 豊能町税条例改正の件 

第47号議案 豊能町立認定こども園条例改正の件 

第48号議案 令和５年度豊能町一般会計補正予算（第２回）の件 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      豊能町議会 副議長 

 

      署 名 議 員  10番 

 

        同    11番 

 


